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議事日程  

 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 諸般の報告 

第４ 行政報告 

第５ 承認第１号 専決処分の承認（平成２９年度川棚町一般会計補正予

算（第７回）） 

第６ 承認第２号 専決処分の承認（平成２９年度川棚町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第５回）） 

第７ 承認第３号 専決処分の承認（平成２９年度川棚町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第４回）） 

第８ 承認第４号 専決処分の承認（平成２９年度川棚町介護保険事業特

別会計補正予算（第４回）） 

第９ 承認第５号 専決処分の承認（平成２９年度川棚町観光施設事業特

別会計補正予算（第４回）） 

第 10 承認第６号 専決処分の承認（川棚町税条例等の一部を改正する条

例） 

第 11 承認第７号 専決処分の承認（川棚町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例） 

第 12 報告第１号 平成２９年度川棚町一般会計予算の繰越明許費繰越計

算書 

第 13 報告第２号 平成２９年度川棚町水道事業会計予算の繰越計算書 

第 14 報告第３号 川棚町債権管理条例に基づく債権放棄の件 

第 15 報告第４号 専決処分の報告（損害賠償の額を定める件） 

第 16 報告第５号 専決処分の報告（既設条例規定の是正のための関係条

例の整理に関する条例） 

第 17 議案第 24 号 平成３０年度川棚町一般会計補正予算（第１回） 

第 18 議案第 25 号 平成３０年度川棚町観光施設事業特別会計補正予算

（第１回） 

第 19 議案第 26 号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
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する条例の一部を改正する条例 

第 20 議案第 27 号 工事請負契約の変更（町道上組西部線歩道設置工事

（函渠工）） 
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（１０：００） 

議     長 ご起立願います。おはようございます。よろしくお願いしま

す。ご着席ください。 

ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達しておりますので、平成３

０年６月川棚町議会定例会を開会いたします。これから本日の会議を開きま

す。 

 

議     長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、川棚町議会会議規則第１２５条の規定に

よって、毛利喜信議員及び堀田一德議員を指名いたします。 

 

議     長 次に日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配布をしております会期日程

案のとおり、本日から６月１７日までの４日間とし、特に、休日の１７日に

会議を開くことを含め決定したいと思いますが、これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は本日か

ら６月１７日までの４日間と決定をいたしました。 

（１０：０１） 

議     長 なお、議事日程につきましては、お手元に配布のとおりであ

ります。 

議     長 次に日程第３「諸般の報告」を行います。 

  去る４月６日、「東彼杵郡町村議会議長会総会」が川棚町で開催をされ、 

平成３０年度の予算及び事業計画を決定をいたしております。主に、県町村

議会議長会主催の各種研修会等への参加並びに郡内全議員及び議会だより関

係による研修会の開催等を確認をいたしております。 

次に、５月２８日に「長崎新幹線・鉄道利用促進協議会」・「長崎県空港

活性化推進協議会」・「長崎上海航路利用促進協議会」の合同総会が長崎市

で開催をされました。 
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まず、九州新幹線西九州ルートの報告並びに決議を行い、議事に入り、そ

れぞれの会において、平成２９年度の事業報告決算、平成３０年度の事業計

画と予算を承認・決定をいたしております。 

なお、九州新幹線西九州ルートに関する決議を行っております。その内容

は、一、フル規格により西九州ルートの整備をすること。併せて、西九州  

ルートへの直通運行も視野に入れた、ＪＲ佐世保線の輸送改善に向けた支援

の充実。一、フリーゲージトレインの導入困難による、特殊事情を考慮した

負担軽減のための制度の充実と創設を要望をいたしております。 

その他、お手元に配布をしておりますとおり、例月出納検査の結果に関す

る報告書が、３月実施分、４月実施分、５月実施分が監査委員から提出をさ

れておりますので、ご一読を願います。以上で、私からの報告を終わりま

す。 

議     長 次に日程第４、行政報告を行います。町長から行政報告の申

し出がありましたので、これを許可いたします。町長。 

町     長 皆様おはようございます。本日ここに、平成３０年川棚町議

会６月定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におかれましてはご

健勝にてご出席を賜り、定刻開会いただきまして、誠にありがとうございま

す。それでは、２つの事項について行政報告をさせていただきます。 

まず、ＮＣＣふるさとＣＭ大賞についてでございます。長崎文化放送のＮ

ＣＣふるさとＣＭ大賞は、ふるさとＰＲや自慢する３０秒のＣＭを募集する

もので、審査でグランプリを受賞すると、テレビ放送について年間１００回

放送されることになっております。 

本町の地域おこし協力隊員の飯田隊員は、川棚町の観光情報を広く発信す

るため、平成２８年度からこのふるさとＣＭ大賞に応募を行なっておりま

す。平成２８年度は川棚町のご当地キャラクター、クジャクマンがくじゃく

園を紹介するＣＭ作品を制作し応募したところ、１０作品に絞られる一次審

査を通過し、最終審査に臨みましたが、残念ながら入賞することができませ

んでした。 

そこで平成２９年度は入賞を目指し、今町内で最もスポットを浴びている

片島魚雷発射試験場跡地において、昨年１２月にドローンを活用してＣＭロ

ケを行い、多くの人々に平和について改めて考えていただくことをテーマ
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に、ＣＭビデオを「１００回目の誕生日」を作成し応募したところ、応募総

数６５作品のうち、今回も一次審査を通過し、今年３月４日の最終審査にお

いてグランプリ、準グランプリに次ぐ審査委員特別賞を見事受賞したところ

であります。この受賞によりこのＣＭ作品が今年４月から年内に３０回放送

されることが決定しており、片島魚雷発射試験場跡地において整備した片島

公園をＰＲする情報発信として大きな効果があるものと期待をしているとこ

ろでございます。 

この受賞については、広報かわたな４月号において掲載したところであり

ますが、改めて議会に報告をするとともに、このＣＭ作品を企画した飯田隊

員を始め、このＣＭロケのエキストラとして参加していただいた地域の

方々、そして、ご協力をいただきましたすべての皆様に深く感謝を申し上げ

る次第でございます。 

次に職員の懲戒処分等の公表基準についてであります。職員の懲戒処分に

ついては、平成１７年１０月１７日に職員の懲戒処分の基準を制定し、これ

にしたがって適正に運用を行っているところでありますが、懲戒処分等を

行った場合の公表につきましては、本町においては明文化した基準がありま

せんでした。このことについて４月に隣接する東彼杵町における職員の懲戒

処分にかかる報道に端を発し、懲戒処分を行った場合の公表基準のあり方が

問われる報道に発展をしたところであります。 

こうした報道を受け調査をいたしましたところ、隣接の波佐見町において

はすでに１８年度に公表基準を制定済みであり、県内の他の市町村において

も公表基準が設けられており、情報公開など行政の透明性、公正性の確保が

より一層重視されている今の時代において、町民に信頼される公正で透明な

町政を確立するとともに、職員の綱紀の保持及び不祥事の発生を防止するた

め、本町においても公表基準を設けることが適当であると判断し、４月１１

日に川棚町職員の懲戒処分等の公表基準を制定し、同日付で施行したところ

であります。 

このことにつきましては、施行後の４月１６日の課長会議において、この

公表基準を配布し、公表基準を定めた経緯と内容について説明するととも

に、併せてこの公表基準の対象となるような懲戒処分が発生することがない

よう職員の綱紀の保持について改めて喚起を行った次第であります。以上２
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点について行政報告とさせていただきます。 

次に、本定例会での行政からの提出議案についてでありますが、専決処分

による承認案件７件、報告案件５件、平成３０年度補正予算２件、条例の一

部改正１件、工事請負契約の変更１件でございます。提案理由につきまして

はその都度説明をさせていただきますので、ご審議の上、ご決定いただきま

すようよろしくお願いいたします。以上でございます。 

（１０：１０） 

議     長 これで行政報告を終わります。 

次に日程第５、承認第１号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町一般会

計補正予算（第７回））」を議題といたします。本件についての説明を求め

ます。町長。 

町 長 承認第１号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町一般会計

補正予算（第７回））」について、提案理由をご説明申し上げます。  

今回の専決処分をいたしました平成２９年度川棚町一般会計補正予算（第

７回）の内容でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，

８２０万１，０００円減額をいたしまして、歳入歳出予算の総額を５７億

７，４０１万６，０００円にしたものであります。 

繰越明許費につきましては、漁村再生交付金事業費のほか４件を繰り越し

ておりまして、その内容は第２表繰越明許費のとおりであります。  

この補正予算につきましては、平成２９年度の年度内に議決をいただく必

要がありましたが、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がありませんで

したので、地方自治法第１７９条第１項の規定により平成３０年３月３０日

付、専決処分第１号において補正を行ったものであります。そこで、この専

決処分につきましては、同条第３項の規定に基づき、議会に報告し、承認を

求めるものであります。 

詳細につきましては、企画財政課長から説明いたしますので、ご審議の

上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

議     長 企画財政課長。 

企画財政課長 それでは私の方から、承認第１号「平成２９年度川棚町一般

会計補正予算（第７回）」についてご説明いたします。 

今回の補正内容ですが、先ほど町長から説明がありましたとおり、歳入
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歳出合わせて７，８２０万１，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を５

７億７，４０１万６，０００円とするものであります。それでは事項別明細

書の歳出からご説明いたしますので、４７、４８ページをお開きください。 

なお、今回の補正予算は３月末時点におきまして、決算を見込んだ上で

の不用額を減額したもの、補助事業費等の事業費の決定に合わせた増減が数

多く占めております。そのような決算見込みによる減額、または些細な増額

につきましては簡略に説明させていただきますので、あらかじめご了解をお

願いいたします。 

それでは４７、４８ページ、２款総務費でございます。１項１目一般管

理費につきましては、説明欄の一般管理費、そして庁舎管理費の減額、これ

は実情に見合わせて不用額を減額したものでございます。 

次の２目秘書広報費でございます。こちらも実績に見合わせて不用額を

減額したものでございます。 

次の３目財政管理費、こちらも実績に見合わせた減額でありますが、内

容としましては、ふるさと納税返礼品の委託料の減額でございます。 

次の６目企画費でございます。説明欄のふるさと創生基金６３万８，０

００円の減額は、失礼しました、６３万８，０００円の増額は寄附が生じた

ことによる積立金の増であります。 

次の７目情報通信基盤整備事業費の３００万の減額は、光ブロードバン

ドにおいて引込線工事及びケーブル移設工事の不用額を減するものでありま

す。 

次の８目電算管理費では、システムの改修等の１３節委託料の不用額を

減するものであります。 

次の９目地域づくり事業費の減額は、説明欄の地域おこし協力隊事業費

（農業振興）におきまして、１４節の使用料及び賃借料の不用額を見込み、

減額するものでございます。次のページをお開きください。 

１０目交通安全対策費は９節及び１９節の不用額を減額するものでござ

います。 

次の１１目諸費につきましては、活きいきタクシー助成事業費でありま

すが、これも１９節の不用額１３０万の減額であります。 

次の１３目財政調整基金費につきましては、説明欄の財政調整基金費積
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立金を８，０００万円増額するものであります。これは３月末時点において

２９年度の決算余剰金を見込みましたところ、８，０００万円の積立てが可

能と判断し、財政調整基金に積立てるものであります。積立てたものであり

ます。 

次の減債基金費では、歳入の減債基金利子の減に合わせて２２万６，０

００円の減額、合わせて相殺しまして積立金７，９７７万４，０００円の増

でございます。 

次の１６目土地開発基金費につきましても、歳入の土地開発基金運用収

入の減に合わせ、繰出金２３万６，０００円の減であります。  

次の１７目役場庁舎建設基金費につきましても、歳入の役場庁舎建設基

金利子の減に合わせて積立金を減額するものであります。 

次の２１目移住・定住促進事業費は財源内容の補正であります。こちら

は長崎移住サポートセンターの負担金が、地方創生推進交付金の対象となっ

たことによるものであります。 

次の２項２目賦課徴収費の減額は、１３節委託料でシステム改修等の不

用額１６５万６，０００円を減額し、２３節も実績で５０万円を減額するも

のであります。 

次の３項１目戸籍住民基本台帳の減額は、１３節で個人番号関連委託料

の不用額が１４１万９，０００円減額するものでございます。  

次の４項１０目長崎県知事選挙費及び次のページの１４目衆議院議員総

選挙費は、各節の不用額を減額するものでございます。５１、５２ページで

ございます。 

５項２目統計調査費でございます。こちらも住宅・土地統計調査費の不

用額を減額するものでございます。次のページをお開きください。  

３款民生費であります。１項１目社会福祉総務費の説明欄、母子福祉医

療費でありますが、実績により２０節扶助費の２８万円の減額、次の地域福

祉基金費６万円の増は、寄附金が生じたことによる積立金であります。 

次の福祉のまちづくり推進事業費は、実績により１９節を３９万円減額

するもので、次の地域支え合い事業費も実績により１９節を３３万円減額す

るものであります。 

次に国民健康保険事業費につきましては、国民健康保険事業特別会計の
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補正に伴う２８節繰出金の減額であります。その内訳としましては、人件費

等の繰り出しが３１６万３，０００円の減、そして国保特会の財源不足を補

うため、６，０００万円の繰り出しを予定しておりましたが、収支が改善

し、繰り出し不要であると判断されましたので、全額減額としたものであり

ます。 

次の後期高齢者医療保険療養給付費でございます。療養給付費の確定に

伴い、１９節を１，０４９万７，０００円減額するもので、次の介護保険事

業費は介護保険事業特別会計の補正に伴い、２８節繰出金を２３４万８，０

００円減額するものであります。 

次の２目障害者福祉費の説明欄、障害者福祉費でありますが、障害者福

祉タクシーの利用実績により２０節扶助費を減額するもので、次の補装具給

付費、その次の更生医療給付費も実績により２０節扶助費の減額であり、金

額は記載のとおりでございます。 

次の障害福祉サービス事業費は、実績による１９節を１８６万円減額す

るもので、次の地域生活支援事業費では、こちらも実績に基づき１３節委託

料を１２５万円の減額、１９節で１４２万円の減額、２０節扶助費で３０万

円の減額でございます。 

次の障害児福祉給付費でありますが、実績により１９節負担金、補助及

び交付金を５６４万円減額するもので、次の療養介護医療給付費も実績によ

り２０節扶助費を３１万円減額するものであります。次のページをお開きく

ださい。 

３目老人福祉費でございます。養護老人保護措置費を実績により１７０

万円減額するもので、次の５目国民年金事務費は財源内訳の補正を行うもの

でございます。 

２項１目児童福祉総務費の説明欄、放課後児童健全育成事業費では、実

績見込みに合わせ１３節委託料を４８万６，０００円減額するもので、次の

次世代育成支援対策事業費、その次の子ども・子育て支援事業費では実績見

込みに合わせ１９節負担金、補助及び交付金をそれぞれ記載のとおり減額す

るものであります。 

２目児童措置費では、保育所等給付費を実績見込みに合わせて１９節負

担金、補助及び交付金を減額するものであります。次のページをお願いいた
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します。 

４款衛生費であります。１項１目保健衛生総務費では、未熟児養育事業費

を実績に合わせて２０節扶助費を５４万５，０００円減額するもので、次の

４項健康増進費、その次の５項環境衛生費では、財源内訳を補正するもので

あります。次のページをお開きください。 

６款農林水産業費であります。１項３目農業振興費の説明欄、農業振興

費では事業費確定により、１９節負担金、補助及び交付金を５８万２，００

０円の減額及び２５節積立金の減額でございます。 

次の長崎県農業振興事業費では、こちらも事業費確定による１９節負担

金、補助及び交付金４６万６，０００円の減額。次の中山間地域等直接支払

事業費も、事業費確定による１９節負担金、補助及び交付金１０２万７，０

００円の減額であります。 

次のイノシシ緊急特別対策事業費では、イノシシ等捕獲報奨金の確定に

よる８節報奨金５７万３，０００円の減額。１９節ではワイヤーメッシュ設

置事業等の確定により１９４万７，０００円を減額するものであります。  

次に４目畜産業費では、畜産振興費において事業費の確定により１９節

負担金、補助及び交付金の減額をするものであり、次の５目農地費では財源

内訳の補正を行うものであります。 

次、２項１目林業総務費及び３項２目漁港管理費につきましても、財政

内訳の補正を行うものでございます。次のページをお開きください。  

７款商工費でございます。１項３目観光費の説明欄、観光費は観光施設事

業特別会計の補正に伴い、繰出金を１７０万円減額し、次のかわたな「発

見・巡る旅」整備プロジェクト費では、１３節委託料の不用額４０万円を減

額するものでございます。 

４目の観光施設整備基金費の１３万５，０００円の増額は、寄附金を基金

に積立てるものでございます。次のページをお開きください。 

８款土木費であります。２項１目道路橋梁総務費は財源内訳の補正であ

り、次の２目道路維持費では、１５節工事請負費の執行残５０万円を減額す

るものであります。 

次の３目の道路新設改良費も財源内訳の補正であります。 

次、４目橋梁維持費でございます。社会資本整備総合交付金事業で１５節
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工事請負費の執行残５０万円を減額するものであります。 

３項５目用悪水路費では、用悪水路維持補修費の１５節工事請負費の執行

残１００万円を減額し、次の５項２目公園管理費では１３節委託料の執行残

５０万円を減額するものであります。 

次の６項１目住宅管理費では、１５節工事請負費で町営住宅改修工事等の

執行残１，０９０万円を減額するものでございます。次のページをお願いい

たします。 

９款消防費であります。１項１目常備消防費では、１９節負担金、補助及

び交付金を実績により減額し、次の２目非常備消防費及び３目消防施設費も

実績を見込み、各節の不用額を減額するものであります。 

次の５目災害対策費も実績により１２節役務費を減額するものでございま

す。次のページをお開きください。 

１０款教育費であります。１項２目事務局費につきましては、寄附金を奨

学資金貸付基金へ積立てるものであります。 

３項２目教育振興費は、財源内訳の補正でございます。 

５項１目社会教育総務費につきましては、寄附金を人づくり、文化スポー

ツ振興基金へ積立てるもので、２目公民館費は財源内訳の補正をするもので

ございます。次のページをお開きください。 

１１款災害復旧費であります。２項１目公共土木施設災害復旧費では、実

績に見合わせて工事請負費を減額するものであります。次のページをお願い

いたします。 

１４款予備費であります。１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見

合いにより２，５１１万円を減額するものでございます。以上が歳出でござ

います。続きまして歳入を説明しますので９、１０ページをお開きくださ

い。 

１款町税であります。１項２目法人では、税割分に増があっておりますの

で、実績に合わせて増額を行なっております。次のページをお開きくださ

い。 

２款地方譲与税であります。２款地方譲与税から２５ページの１０款交通

安全対策特別交付金までにつきましては、３月に入ってから決定額が示され

た譲与税、あるいは交付金について一律の決定どおりの補正を行ったもので
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ございます。いずれも特定財源ではない一般財源であり、歳出との関連がご

ざいませんので、説明は省略ということでご理解をいただきたいというふう

に思います。続きまして２７、２８ページをお開きください。 

１１款分担金及び負担金であります。１項１目民生費負担金、説明欄の保

育料滞納繰越分につきましては、実績に見合わせた減額であります。  

次の養護老人ホーム入所徴収金も実績による増額であります。 

次の３目農林水産業費負担金。こちらも実績に見合わせた減額で、次の４

目総務費負担金、これにつきましては光ブロード基盤整備工事負担金であり

ますが、実情に見合わせたこちらも増額であります。 

５目衛生費負担金。未熟児養育医療保護者負担金、これも実情に合わせ

る減額であります。次のページをお開きください。 

１２款使用料及び手数料であります。１項１目総務使用料、光ブロードバ

ンド基盤使用料、こちらも実情に合わせた増額であります。 

４目土木使用料、漁港使用料滞納繰越分、こちらも実情に合わせた増額を

するものであります。次のページをお願いいたします。 

１３款国庫支出金であります。国庫支出金につきましては、補助金の決定

または確定、そして事業の歳出の補正に見合わせた増減を行ったものであり

ますので、説明につきましては省略ということでお願いいたします。次の

ページをお開きください。 

１４款県支出金であります。こちらも補助金の決定または確定、そして事

業の歳出の補正に見合わせて増減を行ったものでありますので、説明につき

ましては省略ということでお願いいたします。３７ページをお願いいたしま

す。 

１５款財産収入であります。１項２目利子及び配当金の説明欄、減債基金

利子から役場庁舎建設基金利子まで実情に見合わせた増減をしたものであり

ます。 

３目土地開発基金運用収入。こちらも実情に見合わせた減額であります。

次のページをお開きください。 

１６款寄附金であります。１項４目ふるさと応援寄付金、こちらは寄附の

実情により増額を行ったもので、次の５目農林水産業費寄附金、こちらは農

地災害復旧事業費に係る負担金としての寄附であり、その寄附額を増額する
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ものであります。次のページをお開きください。 

１７款繰入金であります。１項１目国民健康保険事業特別会計繰入金７，

９９９万円の増額であります。これは平成２７年度の国民健康保険事業特別

会計への財源不足のため８，０００万円を一般会計から繰り出しましたが、

平成２９年度の国民健康保険事業特別会計において、２９年度の決算余剰金

を見込みましたところ、８，０００万円の繰り出しが可能と判断されました

ので、今回一般会計に繰り入れるものでございます。 

２項２目減債基金繰入金でございます。８，０００万円の減額で、並びに

次の５目財政調整基金繰入金８，５００万円の減額についてであります。こ

ちらは財源不足を補うために計上したものでありますが、３月末時点におい

て２９年度の決算余剰金を見込みましたところ、収支の改善により減額が可

能であると判断されましたので、全額を減額するものであります。次のペー

ジをお開きください。 

１９款諸収入であります。４項５目雑入であります。説明欄に掲げてあり

ます各種助成金につきまして、実情に合わせて増減を行ったものでございま

す。次のページをお開きください。 

２０款町債であります。１項３目農林水産債、そして４目土木債でござい

ますが、こちらは説明欄にあげているものにつきまして、それぞれ借入額が

確定しましたので、実績に合わせて減額するものであります。以上が歳入の

説明であります。次に第３表地方債補正を説明しますので、５ページをお開

きください。 

第３表地方債補正であります。この地方債補正の表につきましては、先ほ

どご説明しました２０款町債に対応するものでありまして、この表の補正前

と補正後の金額の差額合計が、４５ページの町債の補正額と一致するもので

あります。補正後の限度額の計を３億２，３６０万円とするものでありま

す。４ページをお開きください。 

第２表繰越明許費であります。５つの事業繰越がございまして、まず１番

上の漁村再生交付金事業費１，８８３万５，０００円につきましては、三越

漁港整備工事であります。 

次の水産物供給基盤機能保全事業費１，２７０万円は、川棚西部漁港水産

物供給基盤機能保全計画書の作成業務委託料であります。 
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次の道路維持費５０万円につきましては、上組の町道岡ノ谷１号線の道路

維持工事に伴う用地費で、次の道路新設改良事業費６３０万４，０００円も

町道上組平線及び町道野口線の改良工事に伴う用地費でございます。  

最後の社会資本整備総合交付金事業費（新設改良）７，６３１万８，００

０円につきましては、東臨港線及び上組西部線、中倉線の改良事業で、この

５つの事業費の総額１億１，４６５万７，０００円となります。次に７３

ページ、７４ページをご覧ください。一番最後のページになります。  

補正予算給与費明細書でございます。こちらにつきましては説明の方は省

略させていただきます。 

以上が、専決処分を行いました「平成２９年度一般会計補正予算（第７

回）」の内容でございます。ご審議の上、ご承認いただきますようよろしく

お願いいたします。 

議     長 これから質疑を行います。はい、田口議員。 

２ 番 田 口 仕組みがちょっとわからないので教えていただきたいのです

が、３２ページに国庫支出金としてですね、３２ページの上の方に障害福

祉サービス費負担金というのが５０９万９，０００円のプラスになってお

ります。もう１枚めくって３４ページには県からの支出金として、真ん中

辺りですけど、同じ障害福祉サービス費負担金が２５５万円のプラスに

なっております。ところが支出の方はですね、５４ページになると思うん

ですが、障害福祉サービス事業費はマイナスの１８６万となっておるわけ

です。障害者福祉費全体としても１，３００万のマイナスになっておるわ

けですが、結局この決算に近い補正なので、こういうこともあり得るのか

なと思いますけれども、収入が増えて支出が減っているということであれ

ば、財源内訳などの変更というものは必要がないのだろうかというのが疑

問なので、その点をちょっと説明をお願いしたいと思います。 

議     長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 はい。ただいまの田口議員のご質問について説明いたしま

す。歳入の国県支出金の増に比較して歳出の減があるという、その相違で

ございますけれども、この部分につきましては、まず国県支出金の補助金

の交付にあたっては、年度当初において事業費の見込みを基に交付申請を

行いますが、その事業費を基にした交付の決定につきましては、その国県
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支出金の負担分の、負担となる金額の全額が交付されるものではございま

せんので、当然当初交付申請をするときには、幾分減額された形で交付の

決定を受けておるところでございます。 

  しかし、年度途中において最終的な見込みを出しながら変更の交付を申請

をする場合には、やはりこうした負担の見込みがですね、最終的な負担の

支出見込が多くなりますと、本来ならそれに合わせて増額の交付をまた受

ける状況となるところでございます。そうしましたところ、最終的な交付

の、すみません、支出の支弁のですね、見込みが、最終的な変更の交付を

したときより小さくなる状況になりますと、当然歳出の部分は予算を補正

で減をするという状況が生まれますけれども、歳出、歳入におきまして

は、当初の交付申請を行った、減額されて交付決定を受けた場合にです

ね、変更交付申請を行った額につきまして増額交付決定を受けるというよ

うなことになりますので、どうしても最終的な部分になります。こうした

年度末になりますと、歳入部分では増額を受けて、歳出では最終的な支弁

の予定が、補正を加えた見込みより小さくなるということで、歳出は減額

するという状況が生まれるということになっております。以上です。  

議     長 田口議員。 

２ 番 田 口 そうすると財源の、財源構成の内訳は当初の予定と変わりは

ないということですね。 

議     長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 財源内訳の変更につきましては、５４ページの説明欄にあり

ます各項目の事業、１項目目の障害者福祉費から１８項目目の療養介護給

付費、それぞれの補助の国県支出金の歳入についてもですね、増加するも

のもあれば減額するというものもございますので、国県支出金を合計した

額が３１０万６，０００円増加するということで交付決定を受けるわけで

ございますけれども、最終的には一般財源を当初の段階で交付決定を受け

た部分で不足する部分は、一般財源を充当して予算を計上しているという

ような調整を行っておりますので、最終的にはこの国県支出金が増額をす

ることによる一般財源の減少分と、補正分に合わせたですね、減額分が一

般財源の減として表れているものでございます。以上です。  

議     長 田口議員。 
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２ 番 田 口 もう１点別のことを聞きます。財政調整基金についてです

が、財政調整基金の側から見れば繰入金が、一般会計への繰入金が８，５

００万円減るし。 

議     長 田口議員、ページ数を一応言ってください。跨ると思います

から。ページ数。 

２ 番 田 口 すみません。ページ数ではですね、４２ページにありますよ

うに、財政調整基金から一般会計への繰入金が８，５００万円減るわけで

す。それから一方支出の方の、どこになるのかな、積立金はどこでしたっ

け。５０ページにありますように、財政調整基金への積立が８，０００万

円増えるということなので、財政調整基金の側から見れば合計して年度末

の金額は１億６，５００万円増えるというふうに考えてよいのでしょう

か。 

議     長 はい、企画財政課長。 

企画財政課長 財政調整基金の取り崩し、これにつきましては一般会計の財

源が不足するということで、取り崩す予定でございました基金を取り崩す

必要がなくなったということで、それはもう、財政調整基金自体はまずは

動いていないと。繰入の方で８，０００万財政調整基金を繰り入れている

ということで、年度当初の財政調整基金の額につきましては８，０００万

増額しているということでございます。以上でございます。  

議     長 はい、三岳議員。 

３ 番 三 岳 ３番、三岳です。同じくですね４２ページの国保特会からの

繰り入れということで８，０００万近くが計上されております。これにつ

いてはですよ、先ほどの説明では平成２７年度の要するに国保に対する繰

り出し、それに見合う額という捉え方をされているような説明だったと思

うんですが、もともとですね、この基金、国保に繰り出しをされるとき

に、私がお尋ねをしたのは、将来的にどうするのかと、余ったときには戻

すのかということをお聞きしたときには、たぶん副町長だったと思うんで

すが、戻すことは考えていないような委員会でのこれは説明だったと思う

んですが、あっております。その当時、課長もそういう事例はほかにはな

いよという説明も受けているんですが、今回は要するに国保特会から先ほ

ど財政的に余裕があるという判断で戻し入れるという捉え方なのかです
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ね。これは貸付金等ではないわけですから、戻すという形がどうなのか、

そのまず１点ですね。 

それと今回ですね、専決ということで、通常の補正であればですね、こ

れは当然説明があって議論をしてどうなのかと、適切なのかということで

議決をするわけですね。しかし今回は専決ですから、承認しかできないわ

けですね。そういった意味での今回のいわゆる会計処理というのが、どう

もちょっと私には理解がしにくいというのがですね、これは９月を待ちま

すとですね、決算ができるわけですね。決算後にこういう処理をされてよ

かったんじゃないかなという気がいたしますが、その辺の見解はどうなん

でしょうか。まずお聞きしたいと思います。 

議     長 副町長。 

副 町 長 はい。今、三岳議員から分科会の折ですかね、副町長の答弁

があったということでしたので、ちょっと私の方から説明をさせていただ

きます。平成２７年度の決算委員会の第１分科会のときだろうというふう

に思っております。このときに私が発言した言葉ですけども、「黒字に

なった部分は一般会計に戻さなくていいのかという話だが、通常であれば

保険税で賄えるものであれば当然それは戻してもらうというのが基本だろ

うと私は思う。」というふうな発言をしておりまして、ただこのときは

５，８００万、国保がですね、国民健康保険の特会が５，８００万の実質

収支が繰越金ということになっていたものですから、「この５，８００万

が実質収支になっているが、将来的なものを見ながら一般会計に戻すとい

うことはできないだろうという判断をしたということである。」というこ

とで、このときにはまだ５，８００万程度の実質収支がそのとき出ただけ

ということで、将来的にまだ不安定であると。そういったことで戻すとい

うのが、先ほど三岳議員が言われたように、１回繰り出したものを戻すと

いうのはありませんので、一方の方から言うと、国保の方からまた繰り出

す、一般会計の方に繰り入れるというふうな手法だと。この予算が単年度

主義ですから、そういった予算のやり方になるというふうなことになって

まいります。 

  それと今、決算、これは国保、議長、国保のことなんですけど。 

議     長 国保との関連性があるということですか。 
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副 町 長 ９月の決算をもってしてもいいのではなかったかというよう

な質問だったと思うんですけど。国保の。 

議     長 ちょっと休憩。 

（１１：００） 

（…休  憩…） 

（１１：００） 

議     長 引き戻します。もう１回質問の内容の整理をしながら、質問

項目を発言してください。はい、三岳議員。 

３ 番 三 岳 ちょっと国保特会と関連をしますので、私も先ほどの質問は

聞きにくいなと思いながら質問したわけですけども、要はですね、決算後と

いうことですよね。要するに９月以降ですよね。９月以降決算が確定した段

階で、例えば、ここで言えば国保が９，３００万ですか、予備費があるわけ

ですから、当然それが翌年度に繰り越しということになってくるわけです

ね。そうしますと、今の８，０００万と合わせますと１億７，０００万ぐら

いの、要するに本来は一般会計に繰り出さなければですよ、１億７，０００

万ぐらいの翌年度繰り越しと国保特会上はなると思うんですよね。ですから

そういう１億７，０００万というのが確定した段階でですよ、その段階で、

じゃあ一般会計に繰り出しますよという形を取るべきではないかということ

を申し上げております。 

議     長 ちょっと。今の質問の内容で、質疑の内容であれば、国保会

計の取り扱いをしてどうなのかという意味になると思うんですよ。それであ

れば、国保会計の折の質疑の中で決算を出したときにどうするかっていう判

断になってくるので、この場合は一般会計に繰り入れた取り扱いがどうかっ

ていう捉えになると思うんですね。ですから国保の段階で質問された方が、

より取り扱いとしてはわかると思うんですけど。議論の整理としてですよ。 

町 長 議長、休憩中ですかね。 

議     長 今はまだ休憩しておりません。と思いますが。じゃあ、ここ

でちょっと休憩をして論点の整理と、どっちで取り扱うかっていうのが妥当

なのかっていうのは議事整理をしたいと思います。じゃあ、ちょっと休憩い

たします。 

（１１：０２） 
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（…休  憩…） 

（１３：００） 

議     長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議     長 はい、田口議員。 

２ 番 田 口 ただいま、審議中の承認第１号「専決処分の承認（平成２９

年度川棚町一般会計補正予算（第７回））」は、次の承認第２号の「専決

処分の承認（平成２９年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

５回））」と関係しますので、一括議題とされるよう望み、動議を提出い

たします。 

議     長 ただいまの動議に賛成の方は挙手を願います。 

 

（賛成者挙手） 

 

議     長 はい。ただいま、田口議員から承認第１号「専決処分の承認

（平成２９年度川棚町一般会計補正予算（第７回））」及び承認第２号「専

決処分の承認（平成２９年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

５回））」を一括議題とする動議が提出をされました。この動議は１人以上

の賛成がありますので、ここに成立をいたしました。 

承認第１号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町一般会計補正予算

（第７回））」及び承認第２号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第５回））」を一括議題とする動議を議題

として採決を行います。この採決は起立によって行います。  

  この動議のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 

（賛成者起立） 

 

議     長 起立多数です。したがって、承認第１号「専決処分の承認

（平成２９年度川棚町一般会計補正予算（第７回））」及び承認第２号「専

決処分の承認（平成２９年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

５回））」を一括議題とする動議は可決されました。 

（１３：０３） 
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議     長 それでは一括議題となりましたので、日程第６、承認第２号

「専決処分の承認（平成２９年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第５回））」についての説明を求めます。町長。 

町 長 承認第２号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第５回））」について、提案理由をご説明いた

します。 

  平成２９年度川棚町国民健康保険事業特別会計予算の執行において、補正

の必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたの

で、去る３月３０日付で地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決

処分により定めましたので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を

求めるものであります。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，１７５万

２，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３億９６

１万２，０００円としたものであります。 

なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

議     長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは補正予算の内容につきまして、事項別明細書でご説

明いたします。歳出から説明いたしますので１８ページ、１９ページをお

開きください。 

１款総務費、１項１目一般管理費につきましては、広域化に伴うシステム

改修事業完了に伴う不用額の減額補正であります。 

２項３目収納特別対策事業費及び５項１目医療費適正化特別対策事業費に

つきましては、歳入における県の特別調整交付金の額の決定により財源区分

を調整するものであり、額の増減はございません。次のページをお願いいた

します。 

２款保険給付費における１項療養諸費、２項高額療養費、４項出産育児諸

費につきましては、平成２９年度保険給付費がほぼ固まりましたので、保険

給付費を説明記載欄のとおり、それぞれ減額補正をするものであります。  

なお、この補正額が１億を超えて大きくなっている要因としましては、２

７年、２８年度、２７から２８年度、ここの年度には非常に医療費が伸びま
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して、約１億３，０００万ほど２７と比べまして２８年度は増えておりま

す。増加をしております。そういった関係で、２９年度におきましても、そ

の増加分を見込み、伸びを勘案して高めに設定をしておりました。しかしな

がら２９年度は月平均約１億程度で推移をしまして、２８年度のように大き

な著しい上昇はございませんでしたので、１億の減額としたものでありま

す。次のページをお願いいたします。 

３款後期高齢者支援金等、１項１目後期高齢者支援金につきましては、歳

入における国、県負担分の額の決定により、財源区分を調整するものであり

ます。額の増減はございません。次のページをお願いいたします。  

６款共同事業拠出金、１項２目保険財政共同安定化事業拠出金につきまし

ては、広域化に伴う本事業の廃止により発生した精算額を、精算額分を減額

補正するものであります。次のページをお開きください。 

７款介護納付金、１項１目介護納付金につきましては、歳入における国、

県負担分の額の決定により財源区分を調整するもので、額の増減はございま

せん。次のページをお願いいたします。 

８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費につきましては、特定健

診事業費がほぼ固まりましたので、不用額を減額補正するものです。同じく

２項１目疾病予防費につきましても、各種がん検診等の事業費がほぼ固まり

ましたので、不用額を減額補正するものであります。次のページをお願いい

たします。 

１１款諸支出金、３項１目一般会計操出金につきましては、一般会計へ

８，０００万円を繰り出すものであります。ご承知のとおり、国保特会にお

きましては平成２７年度において基金が枯渇し、また、歳入不足から一般会

計より８，０００万円の法定外の繰り入れを行い、その繰越金や保険税率の

改定により財政を運営してまいりました。平成３０年度からは広域化により

制度が大きく変わり、本町の保険税率も３０年度において大幅ではございま

せんけれども下げることができました。また、２９年度において約１億円の

翌年度繰越金が確保できる見込みであり、３１年度の県への納付金の算定結

果によりますが、基金積立も可能ではないかと判断し、広域化という大きな

制度改正の前に、２７年度の法定外繰入金相当額を一般会計へ繰り出すとい

うことにしたものであります。次のページをお願いいたします。  
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１２款予備費、１項１目予備費は、歳入歳出の見合いにより補正をするも

のであります。次に歳入を説明いたします。６ページ、７ページをお開きく

ださい。 

１款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税、同じく２目

退職被保険者等国民健康保険税につきましては、それぞれの節において決算

見込額により補正をしたものであります。次のページをお開きください。 

３款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金、３目特定健康診査等負担

金及び２項１目財政調整交付金、２目国民健康保険制度関係業務準備事業費

補助金につきましては、国からの交付決定の額により補正を行ったものであ

ります。次のページをお願いいたします。 

４款県支出金、１項２目特定健康診査等負担金及び２項１目財政調整交付

金、２目国保都道府県化準備等補助金につきましても、県の交付決定の額に

基づき減額補正をするものであります。次のページをお願いいたします。  

５款療養給付費交付金、１項１目療養給付費交付金についても、支払基金

からの交付決定の額に基づき減額補正をするものであります。次のページを

お願いいたします。 

９款繰入金、１項１目一般会計繰入金につきましては、２節助産費等繰入

金は、歳出２款の保険給付費で説明いたしました、出産育児一時金の減額に

伴う町負担分を減額補正するものであります。 

３節職員給与費等繰入金は、歳出１款総務費における事業費において、一

部国県等の補助金対象となったことによる町負担分を減額補正したものであ

ります。 

５節その他繰入金につきましては、当初予算に財源不足分として、一般会

計からの繰り入れを６，０００万円計上しておりましたが、前年度の繰越金

や国等からの負担金の増、また、広域化に伴う県への納付金が低く抑えられ

たことなどから、一般会計からその他繰入金については全額減額補正をする

ものであります。次のページをお願いいたします。 

１１款諸収入１項１目一般被保険者延滞金は、延滞金の決算見込額により

補正をしたものであります。 

以上で説明を終わりますが、ご審議の上、ご承認くださいますようよろし

くお願いいたします。 
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議     長 これから質疑を行います。なお、質疑の回数につきましては

一括議題となりましたので、これから３回までというふうにさせていただき

ます。はい、質疑を受けます。田口議員。 

２ 番 田 口 国保会計についてですが、先ほど歳出の方で保険給付費が、

予算に対して約１億円超すぐらいに減額になるという説明でありました

が、予算に対しては減額で、ただ、前年度の２８年度の保険給付費に対し

てはプラス、先ほどの説明によると少しプラスということではないかと思

いますが、そういうことですか。保険給付費額というものについて。  

議     長 健康推進課長。 

健康推進課長 田口議員のご質問にお答えいたします。２８年度と２９年度

を比べますと、約７，３００万の減となっております。 

議     長 一括議題ですから、関連しますので。一括議題ですから一般

会計、国保会計一緒に質疑、答弁は受けます。はい、副町長。  

副 町 長 それでは三岳議員からのご質問に対して、答弁をさせていた

だきたいと思います。三岳議員からはなぜ専決でしたのかと、９月の決算

をもってしてはどうかという質問であったというふうに思っております。

考え方についてちょっと説明をさせていただきたいと思います。  

まず、専決するかどうかにつきましては、専決をします年度ぎりぎり、

これは３月３０日ですけども、近似値の決算を見込んで検討をしてまいり

ます。そういったことで専決というふうなことになったとのことでありま

して、この近似値の決算予測では、そのとき平成２９年度の繰越金がです

ね、１億７，０００万円程度というふうに見込みをいたしました。予備費

が９，０００万ありますので、２億６，０００万程度の余剰金、繰越金が

出るというふうに予測をしたわけであります。すみません、国保会計のこ

とでございます。もし、この２億６，０００万が実質収支、繰越金になり

ますと、余りにも多額でありまして、一般会計の実質収支の予測をそのと

き立てているんですけれども、だいたい９，０００万から１億だろうと、

一般会計ですね、考えておりました。それよりもはるかに超える。財源的

に一般会計が５８億、９億ぐらいですので、それくらい考えましてもかな

り多くなる。国保税収がだいたい３億５，０００万程度ですので、それか

らしても７４％、そのままであっても７４％の繰り越しとなる結果になり
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ます。本来国保特会の財源は、国保加入者の税や国県支出金で賄うべきも

のでありますので、それらを一般会計を含め、総合的に考えまして国保会

計で多額の余剰金が発生するのであれば、一般会計も扶助費が増加するの

で、厳しい状況でありますので、平成２７年度に繰り出しました８，００

０万、これは一般会計の方に繰り出してもらうというふうに判断をしたも

のです。 

また、一般会計の決算でも基金が少ないとなりますと、やはり公債費比

率とか、将来負担比率、そういったものの影響を、財政指標にも影響をし

ますので、そういったことを総合的に考え今回の基金の、国保会計から一

般会計への繰り出し、繰り入れというふうにしたものです。 

２７年度に一般会計から国保特会に繰り出した財源ですけれども、これ

は平成３０年度の今度の国保の制度の改正、県が財政運営の責任主体と

なった制度ですけれども、その前に繰り出したお金であるということで、

この国保の制度改正前の平成２９年度内に清算すべきであろうというふう

な考えのもとに、専決処分とさせていただいたものであります。 

なお、一般会計においても多額の繰越金が見込まれる場合におきまして

は、専決補正におきまして基金積立を行うなど、専決処分にて補正予算を

させていただいておりまして、これまでご承認いただいているということ

から、今回専決ということで補正をしたものであります。それと、今回専

決補正をするにあたりまして、平成３０年度の国保財政運営において問題

はないかということで、随分と担当課とも協議をいたしております。その

中で影響はないだろうというふうなことで、今回このような専決処分とい

うことで補正をさせていただいたものでございます。そういったことでい

ろんな状況の中で検討して、こういうふうな専決補正にしたということを

ご理解いただければというふうに思っております。ご理解いただき、ご承

認いただきますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 

議     長 はい、三岳議員。 

３ 番 三 岳 今の副町長の説明では、決算見込みが２億いくらとおっしゃ

いましたよね。この国保のですね、補正予算の最後のページの予備費です

ね、３２ページになりますけども、９，３００万という額、それとあがっ

ていますように８，０００万を合わせますと１億７，０００万じゃないか
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なと。翌年度に繰越す分はですね。ですから差額の、２億いくらだった

ら、例えばそのうちの８，０００万という考え方はわかるんですけども、

国保はですね、これまでずっと例えば基金を取り崩したり、税率改定を度

重なって行っているわけですね。そういった中でのこういった予備費の額

になっているんじゃないかと思うんですが、それは何％とかっていう率ま

でおっしゃいましたけども、税に対する割合をおっしゃったんですけど

も、その額はちょっと違うんじゃないかなという気がするんですが、その

点はまずちょっと確認をしたいと思います。 

議     長 はい、副町長。 

副 町 長 私が言いました２億６，０００万というのは、この補正予算

をする前に検討した額でありまして、それを基にして補正をしていって、

今予備費８，０００万ぐらいですかね、そういったものにしたものでござ

います。それと、国保会計においてこれまでも確かに２７年度に税率改正

をして、これは１，０００万円程度の増額だということでの税率改正をし

ております。ただ、それでも不足しまして、一般会計から８，０００万の

繰り出しをした。２８年度にまた税率の改正をいたしております。このと

き６，０００万ぐらいの増額の予定ということでいたしております。それ

までは、国保にありました財政調整基金等を基金から繰り入れて予算を編

成していたんですけども、それがすべて枯渇してこういった税率改正に

なったものというふうに思っております。 

本来、国保というのは、先ほど言いましたように国保加入者の税、それ

から国県支出金、そういったもので運営をするというのが基本であります

ので、２７年度に繰り出したというのは、あくまでも特別なものというふ

うな考えでしたものではないか。その後にこの国保の財政運営が、今回の

国保制度改正等によりまして変わってくるということもあり、まだ将来的

にも一般会計に繰り出しても運営に問題がないというふうなことでありま

したので、今回こういうふうにしています。 

繰越金が、税に対するパーセントを私は言いましたけれども、あくまで

も標準財政、一般会計で言えば標準財政規模の５％以内とかそういったこ

とがありましたので、今の税の額からしてこれだけの繰越金があるのは、

多すぎるのではないかというふうなことで申し上げた次第でございます。
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以上でございます。よろしくお願いします。 

議     長 はい、三岳議員。 

３ 番 三 岳 今の１億の差というのはですよ、私が申し上げているのは

ね、そこで１億違うということはですよ、今回の決算見込みに結果的には

この補正予算がなるわけでしょう、予備費が。それを合わせますとね、１

億７，０００万にしかならないわけですよ。ですから、そこで２億７，０

００万とおっしゃるのであればですよ、そこで１億も差があるわけですよ

ね。だからその分はどういった理由なんですかということを聞いているん

ですが、質問回数がずっと増えていきますので、そういうやり取りをして

いったときにはすぐ終わってしまうんですけども、まずそこをちょっと

はっきり答弁をいただきたいと思うんですが。 

議     長 副町長。 

副 町 長 はい。私はあくまでも、先ほど言いました決算見込みで言っ

ております。担当課長の方がですね、それよりももっと詳細に額は出して

いるんじゃないかというふうに思いますので、もしそういった額がわかっ

ていれば担当課長の方から説明した方がわかりやすいと思います。担当課

長の方にお願いしたいと思います。 

議     長 健康推進課長。 

健康推進課長 現時点の状況になりますけれども、だいたい繰越金がです

ね、約１億。ここでは予備費のところで約９，３００万があがっておりま

すけれども、これはあくまでも予算ベースですので、歳出における執行

残、そういったものもございますので、それら含めて翌年度繰り越しが約

１億円となっております。それから、これは３０年度予算になりますけれ

ども、３０年度予算におきましては、県からの負担金が低く示されたこと

によりまして、予備費を計上することができております。その予備費が約

９，０００万ありますので、合計で約１億９，０００万ほどが余剰金とし

て残るのではないかと考えております。 

それから、減額の要素としましては税率改定をしております。３０年度

において。それは約３，０００万の減額を図っておりますので、それが

３，０００万。それから療養給付費の国への返す分、返還分がですね約

３，０００万を見込んでおりますので、減額分が約、これは３０年度にな
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りますけれども、６，０００万ほどになるのではないかと見込んでおりま

す。合計の１億９，０００万からその６，０００万を引いたところの、約

１億３，０００万が内部の留保資金として確保できるのではないかと考え

ております。以上です。 

議     長 はい、三岳議員。 

３ 番 三 岳 ２億７，０００万、段階では見込まれたということで、２億

７，０００万だから８，０００万相当、８，０００万円をですよ一般会計

に繰り出すという形を取られたわけでしょう。今、課長の説明でいきます

とね、１億９，０００万ですか、そこでもやはりまだ８，０００万ぐらい

差があるというふうに思うんですが、その点は、例えば翌年度に繰越す額

というのが、いくらだからこれだけは戻せるよというふうになると思うん

ですよね。ただ、そのことばっかり議論しても始まらないと思いますの

で、私は国保会計のですよ、今後の財政運営というものに対してですね、

もうすでに基金は取り崩してほぼしまっている状態であり、なおかつ医療

費の動向、これは県全体での医療費の動向に影響するというのはわかるん

ですよ。そういった中でですね、じゃあ県への納付金というのはもう、３

０年度はもう確定をしていると思うんですが、今後ですね、県全体の医療

費の動向次第では、やはり県に対する負担金というのが増えていくという

ことも考えられると思うんですよね。そういった意味ではですよ、国保特

会においても毎年毎年税率改定をするのではなくして、要は基金なりを取

り崩してですよ、補填をしていくような形が必要だと私は思っていますの

で、ある意味基金に積み立てるという部分はですよ、考えておられるの

か。私は基金に積み立てをしておくべきだと。だから余ったから戻すとい

う表現はあっておりませんが、やはり内部留保しておくべきではないかな

というふうに思っていますが、その点はどのように今後の財政運営につい

て考えておられるんでしょうか。 

議     長 健康推進課長。 

健康推進課長 まず、２億７，０００万の件なんですけれども、８，０００

万を返したとして１億９，０００万残るという形ですので、副町長がおっ

しゃったのは８，０００万を戻さなかった場合に２億７，０００万残ると

いうところです。ですから、私が言った１億９，０００万は、２億７，０
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００万から８，０００万を引いた１億９，０００万ということでご理解い

ただければと思います。 

  それから、基金の積立なんですけれども、先ほど言いました１億３，００

０万ほどが来年運用できる、内部留保として確保できるのではないかと考

えております。３０年度の県への納付金というのが、３億４，０００万ほ

どで、それから国県町の負担分等を引いて、だいたい２億４，０００万ほ

どが県への納付金ということで示されております。３０年度が低めに設定

されたというのは、２８年度分の前期高齢者交付金の精算額、それが約

８，０００万減らされておりましたので、ちょっと安くついたというとこ

ろがございます。その分は３１年度まで計算をされますので、ここの部分

がいくらになってくるかというので、県への負担金が大きく変わってくる

のかなと考えております。ただ、２９年度の清算を３１年度にしていくっ

ていうことになりますので、若干係数等が変わるんですけれども、担当の

方で計算したところ、追加交付にはなるんではないかと。８，０００万ほ

どではないけれども、追加交付になるんではないかというところで、県へ

の納付金についてはまだ流動的ではございますが、ひどく上がってくるも

のではないと考えております。 

それから、今後の基金の積み立てにつきましては、この１億３，０００

万が動かなければですね、県への負担金等が大きく上がって変化がなけれ

ば、基金として積み立てられるものだと考えております。医療費、２９年

度までの２款給付費につきましては、今後すべて県の方で支払われること

になります。ですので、そこの増減は、今後は気にしなくていいのかなと

考えております。 

ただ、この秋に県の納付金の算定が示されるわけなんですけれども、そ

の示された額から国県町の負担金を差引いた額が保険税で集めなければな

らない金額となります。今現在の保険税率で集められている金額と天秤に

かけて、バランスが取れているなら税率は動かせないし、動かせないんだ

ろうと思いますけれども、大きく税で集めている金額の方が大きければで

すね、まだいろんな要因がありますけれども、税率についても下げていく

ことが可能ではないかと考えております。負担金の方が大きければです

ね、やはり税率を、それでは賄いきれていないという考え方から、税率は
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上げていかなければならないのかなと思っております。 

  あと、基金の積み立てができればですね、県への負担金が上がったとき

に、その基金で対応していければなと考えております。あくまでもやはり

秋の算定がどう出てくるかというところで、やはり運営的にはちょっと変

わってくるのかなと考えているところです。以上です。 

議     長 はい。ほかに質疑はありませんか。町長。 

町 長 私の方から少し補足的に考え方を申し上げたいと存じます。  

まず、今回の補正につきましては、確かに国保会計におきまして、多額の

決算剰余金が出たということから端を発しております。基本的にはこういっ

た多額の補正予算を専決処分で、そして議会に報告するだけでいいのかとい

うことは、議会軽視とも言われるのではないかということは非常に気にはい

たしました。 

しかしこれまで、例えば当初予算では基金繰入金を予定しておりました

が、決算見込みの結果、その取り崩しをする必要がないというときには、そ

れを専決処分で処分をして、そして報告をしたということもありましたの

で、今回につきましてもそういう判断をして、専決処分で補正予算を決定を

しております。 

そもそも、この多額の剰余金を生じたことにつきましては、やはり国保会

計の財政運営が２回の税率を引き上げたことによって、今日の状況がもたら

されてきたのではないかと思います。そもそも平成２７年に話を戻してみま

すと、基本的には国保の財政運営は国県町の負担で、不足する場合は被保険

者から保険税という形で徴収をして、そして財政運営をするというのが基本

でございます。２７年度におきましては、国県町の負担、そしてその当時の

保険税では医療費を賄うことができませんでしたので、やむなくいわゆる法

定外繰入を一般会計から行ったわけであります。これにつきましても当時い

ろいろ議論をしていただきまして、そして理解をいただいて、ご決定を最終

的にはいただいたわけでございます。そしてそのあと平成２８年度、２９年

度に税率を引き上げまして、そして引き上げた結果、剰余金が生じましたの

で、本来その引き上げた結果生じた剰余金は、平成２７年度に一般会計から

繰り入れた結果がありますので、この機会にそれに見合う分は、やっぱり一

般会計に繰り出すべきではないかと、そういうふうな判断をいたしまして、
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今回の補正をさせていただいたところでございます。 

三岳議員からは決算をしたあとに、そして剰余金が生じればそこで補正予

算を提案すればいいんじゃないか、そういったことも考えてみましたが、や

はり今はもう、平成３０年度から制度そのものが変わっておりますので、や

はり２９年度中にそういった処分をした方がいいだろうというふうな判断で

いたしておりますので、どうかご理解いただきたいと存じます。以上でござ

います。 

議     長 はい、久保田議員。 

４ 番 久 保 田 先ほど課長の方から納付金、県に上納する納付金が十分足り

た場合は税率を下げていくことも可能性があるけども、足りなければ税率

を上げることも出てくる可能性があるというふうにおっしゃったんですけ

ども、そういうふうに軽々しくここでそういうふうに言うべきではないの

ではないか。もっと慎重に取り扱ってもらわないと、今出てきたようなこ

とがまた出てくる可能性があるのではないかというふうに思います。そこ

のところに対する課長の発言に対してお尋ねしたいと思います。  

議     長 はい、健康推進課長。 

健康推進課長 答えになるかわかりませんけれども、私が言いたかったの

は、県への納付金が示されて、そこの納付金から国県町の補助金、負担金

を差引いた額、それが保険税で本来集めなければならない額だと。その額

と今現在の保険税率で調定に収納率を掛けなければなりませんけれども、

保険税で集められる額、それを天秤にかけて、それが負担額が大きければ

保険税の税率も上げることを考えなければならないというのは、この制度

の基本は先ほどから町長、副町長が言っているとおり、半分は被保険者で

持たなければならないというのが原則ですので、その原則を踏まえた上で

保険税率のアップも、そういった場合には考えるべきだというところで発

言をさせていただきました。以上です。 

議     長 はい、町長。 

町 長 はい。久保田議員がおっしゃるように、そういった発言を

軽々しく言うべきではないというふうに思いまして、大変申し訳なく思って

おります。 

  今、国保事業の財政運営は県が主体となってしておりますので、県の方か
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ら町に対して標準保険料率等々もお示しがあって、そして町が判断をいたし

ますので、今の課長の発言は、担当者としての思いをいわゆる発言したとい

うことでご理解をいただきたいと思います。基本的には久保田議員がおっ

しゃるとおりでございます。 

議     長 はい。ほかにありませんか。繰り入れ、繰り越しの件以外で

も結構ですし、まだあればその関連で結構です。はい、久保田議員。 

４ 番 久 保 田 国保以外でもいいんですかね。国保以外でもいいんですか。 

議     長 一般会計の分ですね。はい。同一議題ですからいいですよ。  

４ 番 久 保 田 はい。３４ページです。３４ページに地域おこし協力隊の設

置補助金がマイナスで出ております。もうこの２９年度の予算の中で、もう

今商工の部分の協力隊の方がいらっしゃらないっていうことを、解消する考

えはないんでしょうかということをお尋ねします。足りないまま、２人のま

までいかれるのか。 

議     長 はい、久保田議員。 

４ 番 久 保 田 補充をしないのかということをお尋ねしたいんです。 

議     長 新たに補充をしないのかという意味ですか。 

４ 番 久 保 田 はい。 

議     長 という意味です。企画財政課長。 

企画財政課長 久保田議員のご質問にお答えいたします。地域おこし協力隊

員を今後増やす考えはないかというふうなことでございます。現在２名の

地域おこし協力隊員がおられますが、それぞれ活動を一生懸命していただ

いております。特に商工観光の隊員につきましては今年の１２月までと、

１１月いっぱいまでですね、ということで退任されるということになりま

すので、今後もですね、引き続き地域おこし協力隊員については、積極的

に募集をしていこうというふうに考えております。以上でございます。 

議     長 どうぞ、一括議題ですので、それぞれご質疑があれば質疑を

してほしいと思いますが。はい、久保田議員。 

４ 番 久 保 田 国保の関係で、２９ページです。特定健診等の事業費がマイ

ナス２００万というふうになっておりますが、最終的には、その下の疾病

予防費についてもです。最終的には目標受診率はどのくらいまで目指すお

考えなんでしょうか。 
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議     長 健康推進課長。 

健康推進課長 計画では受診率５０％を目指すと、２９年度まではしており

ましたけれども、今度３０年度から県下、全部国県からの方針で５０％を

目指しなさいと、書きなさいということで指導があったんですけれども、

それがもう現実的ではないというところで、今年度新たに設定をするとこ

ろでございます。したところでございますけれども、ちょっと今資料を持

ち合わせておりません。 

ちなみに、今年度４月末現在で特定健診率が４２．９％、前年度同月比

として１．４％上がっております。それから各種がん検診につきまして

も、人数的には若干ではございますけれども２８年度から２９年度におい

ては増加をしているというところでございます。以上です。  

議     長 ほかにございませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  これから１件ごとに討論、採決を行います。 

まず、承認第１号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町一般会計補正予

算（第７回））」に対する討論を行います。本案に対する反対者の発言を許

します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議     長 よろしいですね。討論なしと認め、これで討論を終わりま

す。 

  これから承認第１号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町一般会計補正
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予算（第７回））」の採決を行います。お諮りします。本件は承認すること

に、異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長 異議なしと認めます。したがって、承認第１号「専決処分の

承認（平成２９年度川棚町一般会計補正予算（第７回））」は、承認するこ

とに決定をいたしました。 

（１３：５２） 

議     長 次に、承認第２号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第５回））」に対する討論を行います。

本案に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから承認第２号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第５回））」の採決を行います。 

お諮りします。本件は承認することに、異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長 異議なしと認めます。したがって、承認第２号「専決処分の

承認（平成２９年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５

回））」は、承認することに決定をいたしました。 

（１３：５３） 

議     長 ここでしばらく休憩をいたします。 
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（１３：５３） 

（…休  憩…） 

（１４：１０） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議     長 次に日程第７、承認第３号「専決処分の承認（平成２９年度

川棚町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回））」を議題といたしま

す。本件についての説明を求めます。町長。 

町 長 承認第３号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第４回））」について、提案理由をご説明いたし

ます。 

  平成２９年度川棚町後期高齢者医療特別会計予算の執行において、補正の

必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、

去る３月３０日付で地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分

により定めましたので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求め

るものでございます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８４万２，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７，５４８万

４，０００円にしたものであります。 

なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

議     長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは補正予算の内容につきまして、事項別明細書でご説

明いたします。歳入からご説明いたしますので６ページ、７ページをお開き

ください。 

１款後期高齢者医療保険料、１項１目特別徴収保険料及び２目普通徴収保

険料につきましては、保険料収入見込額により補正をしたものであります。

次のページをお願いいたします。 

５款諸収入、３項２目雑入につきましては、広域連合からの後期高齢者医

療制度保険料収納対策補助金の額の決定により補正をしたものであります。

次に歳出を説明いたします。１０ページ、１１ページをお開きください。  

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、歳入１款後
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期高齢者医療保険料で説明いたしました保険料の収入見込額の増額に伴い、

同額を広域連合への納付金として増額補正をしたものであります。次のペー

ジをお願いいたします。 

３款諸支出金、２項１目他会計繰出金につきましては、歳出５款で説明い

たしました保険料収納対策補助金について、一般会計からの負担分を減額す

るため、一般会計へ繰り出すものであります。 

以上で説明を終わりますが、ご審議の上、ご承認くださいますようよろし

くお願いいたします。 

議     長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 はい。質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 よろしいですね。討論なしと認め、これで討論を終わりま

す。 

  これから承認第３号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第４回））」の採決を行います。 

  お諮りします。本件は承認することに、異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長 異議なしと認めます。したがって、承認第３号「専決処分の

承認（平成２９年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４回））」
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は、承認することに決定をいたしました。 

 （１４：１４） 

議     長 次に日程第８、承認第４号「専決処分の承認（平成２９年度

川棚町介護保険事業特別会計補正予算（第４回））」を議題といたします。

本件についての説明を求めます。町長。 

町 長 承認第４号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町介護保険

事業特別会計補正予算（第４回））」について、提案理由をご説明いたしま

す。 

平成２９年度川棚町介護保険事業特別会計予算の執行において、補正の必

要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、去

る３月３０日付で、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分

により定めましたので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求め

るものであります。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４８９万９，０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億５，０６６

万９，０００円としたものであります。 

なお、補正の詳細につきましては健康推進課長から説明いたしますので、

ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。  

議     長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは補正予算の内容につきまして、事項別明細書でご説

明いたします。歳出からご説明いたしますので１６ページ、１７ページをお

開きください。 

  １款総務費、１項１目総務管理費につきましては、低所得者特別対策補助

金額の決定に伴う増額補正であり、同じく３目認定事業費につきましては、

東彼地区保健福祉組合分担金の額の確定に伴う減額補正であります。次の

ページをお願いいたします。 

２款保険給付費における１項１目介護サービス等諸費、２目介護予防サー

ビス等諸費、４目高額介護サービス等費、５目高額医療合算介護サービス等

費、６目特定入所者介護サービス等費につきましては、平成２９年度の保険

給付費の支出額がほぼ固まりましたので、説明欄記載のとおり給付費をそれ

ぞれ減額補正したものであります。次のページをお願いいたします。  
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４款地域支援事業等費、１項１目介護予防・日常生活支援総合事業費及び

２目包括的支援事業・任意事業費につきましては、年度内事業が終了しまし

たので、その事業費の不用額を減額補正したものであります。同じく、３項

１目指定介護予防支援事業費につきましては、介護予防ケアプランの事業所

への委託料を実施見込額により減額補正をしたものであります。次のページ

をお願いいたします。 

５款基金積立金、１項１目介護給付費基金積立金につきましては、次年度

繰越可能額約７，０００万円のおおよその見込みが立ちましたので、１，０

００万円を基金へ積み立てるものであります。次のページをお願いいたしま

す。 

８款予備費、１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見合いにより増

額補正をしたものであります。次に歳入をご説明いたします。６ページ、７

ページをお開きください。 

３款国庫支出金、２項１目調整交付金及び２目地域支援事業交付金につき

ましては、交付額の、交付金の額の決定に伴う補正であります。次のページ

をお願いいたします。 

４款支払基金交付金、１項２目地域支援事業支援交付金につきましては、

先ほどと同じく交付金の額の決定に伴う減額補正であります。次のページを

お願いいたします。 

５款県支出金、２項１目地域支援事業交付金につきましても、交付金の額

の決定に伴う減額補正であります。次のページをお願いいたします。  

８款繰入金、１項１目介護給付費繰入金及び２項地域支援事業繰入金につ

きましては、平成２９年度保険給付費及び地域支援事業費の額の確定により

まして、町の負担分として一般会計からの繰入金に不用額が生じましたの

で、その額を減額補正したものであります。 

同じく４目その他一般会計繰入金、１節事務費等繰入金につきましては、

歳出１款総務費で説明いたしました低所得者特別対策補助金、東彼地区保健

福祉組合分担金に伴う町負担分であり、３節その他の繰入金につきまして

は、指定介護予防支援事業費にかかる一般会計からの繰入金の増額補正とな

ります。次のページをお願いいたします。 

１０款諸収入、２項１目介護予防サービス費収入につきましては、要支援
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者にかかるサービス計画費の決算見込額による減額補正であります。 

以上で説明を終わりますが、ご審議の上、ご承認くださいますようよろし

くお願いいたします。 

議     長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 よろしいですね。はい。質疑なしと認め、これで質疑を終わ

ります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議     長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから承認第４号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町介護保険事業

特別会計補正予算（第４回））」の採決を行います。 

  お諮りします。本件は承認することに、異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長 異議なしと認めます。したがって、承認第４号「専決処分の

承認（平成２９年度川棚町介護保険事業特別会計補正予算（第４回））」

は、承認することに決定をいたしました。 

（１４：２３） 

議     長 次に日程第９、承認第５号「専決処分の承認（平成２９年度

川棚町観光施設事業特別会計補正予算（第４回））」を議題といたします。

本件についての説明を求めます。町長。 
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町 長 承認第５号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町観光施設

事業特別会計補正予算（第４回））」について、提案理由をご説明いたしま

す。 

平成２９年度川棚町観光施設事業特別会計補正予算（第４回）につきまし

ては、議会において議決をいただく必要がありましたが、緊急を要し、議会

を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第１７９条第１

項の規定により平成３０年３月３０日付、専決処分第５号におきまして補正

を行ったところであります。この専決処分について、同条第３項の規定に基

づき議会に報告し、承認を求めるものであります。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７０万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，０８７万円にしたも

のであります。 

詳細につきましては産業振興課長から説明いたしますので、ご審議の上、

ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

議     長 産業振興課長。 

産業振興課長 それでは詳細についてご説明いたします。補正予算の内容に

つきましては、歳入歳出補正予算、事項別明細書で説明いたしますので８

ページ、９ページをお開きください。歳出からご説明いたします。  

  １款観光施設事業費、１項２目改良費の説明欄、２国民宿舎改良費８０万

円の減額、３大崎温泉改良費９０万円の減額補正につきましては、１５節工

事請負費において落札減による執行残によって減額をするものであります。  

続きまして歳入をご説明いたしますので前のページ、６ページ、７ページを

お開きください。 

  １款繰入金、１項１目一般会計繰入金につきましては、歳出で説明しまし

た１７０万円を減額したことによりまして、一般会計からの繰入金１７０万

円を減額するものであります。 

以上で説明を終わりますが、ご審議の上、ご承認いただきますようよろし

くお願いいたします。 

議     長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 
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議     長 よろしいですか。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから承認第５号「専決処分の承認（平成２９年度川棚町観光施設事業

特別会計補正予算（第４回））」の採決を行います。 

お諮りします。本件は承認することに、異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長 異議なしと認めます。したがって、承認第５号「専決処分の

承認（平成２９年度川棚町観光施設事業特別会計補正予算（第４回））」

は、承認することに決定をいたしました。 

（１４：２７） 

議 長 次に日程第１０、承認第６号「専決処分の承認（川棚町税条

例等の一部を改正する条例）」を議題といたします。本件についての説明を

求めます。町長。 

町 長 承認第６号「専決処分の承認（川棚町税条例等の一部を改正

する条例）」について、提案理由をご説明いたします。 

地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政

令、地方税法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係政令の整備等に

関する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が、３月国会におい

て可決成立し、３月３１日付でそれぞれ交付をされたところであります。 
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そこで、この法律等の改正に伴いまして、川棚町税条例の一部を改正する

必要が生じてまいりましたが、法律等が原則平成３０年４月１日から施行さ

れることになりましたので、議会を招集する時間的余裕がなく、去る３月３

１日付で地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、専決処分により改正

いたしましたので、同条第３項の規定に基づき報告し、議会の承認を求める

ものでございます。 

改正の内容につきましては、このあと税務課長が説明いたしますので、ご

審議の上、ご承認くださるようよろしくお願いいたします。 

議     長 税務課長。 

税 務 課 長 それではご説明いたします。今回の改正につきましては、た

だいま町長が申し上げましたように、地方税法等の一部を改正する法律が

本年３月３１日に公布されたことに伴い、町税条例を同日付で一部改正

し、専決処分したものであります。 

主な改正事項としましては、住民税におきましては個人税、所得税の見

直し、法人住民税の見直し、たばこ税の見直し、固定資産税におきまして

はわがまち特例の見直し、負担調整措置の延長であります。  

それでは改正条例について説明を加えさせていただきます。今回の条例

改正につきましては、条例本体の改正と、平成２７年３月に行いました税

条例等の一部を改正する条例の一部を改正するものでありまして、第１条

から第６条までの多段改正となっております。改正内容につきましては配

布しております資料、川棚町税条例等の改正概要及び新旧対照表に沿って

ご説明をいたします。 

まず、第１条による改正。新旧対照表は１ページです。資料左端に項番

をつけておりますけれども、項番１、第２０条の改正につきましては、個

人所得税の見直しによる項のずれを、法律の改正に合わせて改正しており

ます。 

項番２、新旧対照表は次のページですね。第２３条第１項の改正につき

ましては、法律の改正に合わせて字句の改正、第３項の改正は、人格のな

い社団等について電子申告義務化に係る規定を適応しないこととする規定

の整備を行っております。 

項番３、第２４条の改正につきましては、法律の改正に合わせて字句の改
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正及び非課税の範囲の改正を行っております。内容は資料記載の改正の概要

のとおりでございます。 

項番４、新旧対照表３ページ。第３１条の改正につきましては、法律の改

正に合わせて字句の改正を行っております。 

項番５、６、第３４条の２及び第３４条の６の改正につきましては、法律

の改正に合わせまして、基礎控除の対象者に所得制限を設ける改正を行って

おります。 

項番７、第３６条の２の改正につきましては、法律の改正に合わせまし

て、字句の改正及び配偶者特別控除の申告による見直しを行っております。 

項番８、新旧対照表は６ページ。第４７条の３の改正につきましては、法

律の改正に合わせまして字句の改正を行っております。 

項番９、第４７条の５の改正につきましては、法律の改正に合わせまして

字句の改正、追加等規定の整備を行っております。 

項番１０、新旧対照表は７ページから１０ページになります。第４８条の

改正につきましては、法律の改正に合わせまして、大法人の電子申告義務化

に伴う字句の改正及び項の追加を行っております。 

項番１１、第５２条の改正につきましては、法律の改正に合わせまして、

延滞金の計算の基礎となる期間の見直しによる改正を行っております。 

項番１２、新旧対照表は１２ページ。第５４条の改正につきましては、法

律の改正に合わせまして字句の改正を行っております。 

項番１３、新旧対照表は１３ページ。第９２条の改正につきましては、法

律の改正に合わせまして、製造たばこの区分を新たに創設をしております。 

項番１４、第９２条の２の改正につきましては、条ずれによる改正であり

ます。 

項番１５、第９３条の２につきましては、法規定の新設に合わせまして、

加熱式たばこを製造たばこと見なす場合の条例の規定の新設であります。  

項番１６、新旧対照表は１４ページ。第９４条の改正につきましては、法

律の改正に合わせまして、加熱式たばこにかかる紙巻たばこの本数への換算

方法について規定を整備する改正を行っております。 

項番１７、新旧対照表１６ページ。第９５条の改正につきましては、法律

の改正に合わせて、たばこ税の税率の改正を行っております。  
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項番１８、新旧対照表１７ページ。第９６条の改正につきましては、条ず

れによる改正であります。 

項番１９、第９８条の改正につきましては、法律の改正に合わせて字句の

改正を行っております。 

項番２０、２１、新旧対照表は１７ページから１９ページになります。附

則第３条の２及び附則第４条の改正につきましては、法律の改正に合わせま

して延滞金の計算の基礎となる期間の見直しによる改正を行っております。 

項番２２、附則第５条の改正につきましては、法律の改正に合わせて所得

割非課税制限額の変更を行っております。 

項番２３、２４、２５、附則の第１０条の２第３項、第４項、第５項、第

６項の改正につきましては、法律の改正に合わせて附則第１５条の２第３号

が削除されたことに伴う項ずれの改正を行っております。 

項番２６から４０及び４２、新旧対照表は２０、２１ページ。附則第１０

条の２第７項から第２５項及び２７項の改正につきましては、法律の改正に

合わせて字句の改正、追加及び附則第１５条関係の削除に伴う項ずれによる

改正を行っております。 

項番４１、附則第１０条の２第２６項の改正につきましては、法律の改正

により生産性向上特別措置法による設備投資に係る固定資産税の減額につい

ての規定を追加しております。 

項番４３、新旧対照表２１ページから２４ページ。附則第１０条の３第３

項から１１項の改正につきましては、法律の改正に合わせて字句の改正を

行っております。 

項番４４、附則第１０条の３第１２項の改正につきましては、法律の改正

に合わせまして、バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂にかかる固定資

産税の減額に係る規定の追加を行っております。 

項番４５から４９、新旧対照表は２５ページから２９ページ。附則第１１

条から第１５条の改正につきましては、法律の改正に合わせまして、固定資

産税の負担調整措置を３年間延長する規定の改正を行っております。  

項番５０、法律の改正に合わせまして租税特別措置法の条のずれが生じた

ことによる改正を行っております。 

次に、第２条による改正から第５条による改正についてですけれども、資
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料の５ページですね、一番最後。これは第１条の改正でありました資料２

ページの項番１３から１９、条で言いますと第９２条から９８条の改正の概

要におきまして、たばこ税を３年かけて引き上げる部分と、加熱式たばこの

紙巻たばこの本数への段階的な課税方式の見直しを５年間かけて行うという

部分について、この２条から５条について、５条において改正を行っている

ものでございます。 

次に、第６条による改正ですけれども、資料５ページの最後になります。

平成２７年条例第２０号の改正におきまして、旧３級品たばこについては３

１年４月に税率の引き上げを予定しておりましたけれども、これを平成３１

年１０月に延期するとした改正であります。 

なお、それぞれの改正条項に係る執行日につきましては、資料の右側、右

端の方にそれぞれ記載しておりますのでご確認ください。 

以上で説明を終わりますけれども、ご審議の上、ご承認くださるようよろ

しくお願いいたします。 

議     長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 質疑はいいですか。はい。質疑なしと認め、これで質疑を終

わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議     長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから承認第６号「専決処分の承認（川棚町税条例等の一部を改正す

る条例）」の採決を行います。 
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お諮りします。本件は承認することに、異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長 異議なしと認めます。したがって、承認第６号「専決処分の

承認（川棚町税条例等の一部を改正する条例）」は、承認することに決定を

いたしました。 

（１４：４１） 

議 長 次に日程第１１、承認第７号「専決処分の承認（川棚町国民

健康保険税条例の一部を改正する条例）」を議題といたします。本件につい

ての説明を求めます。町長。 

町 長 承認第７号「専決処分の承認（川棚町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例）」について、提案理由をご説明いたします。 

地方税法の一部を改正する法律が平成３０年３月２８日に国会で可決成立

したことを受け、地方税法施行令の一部を改正する政令が３月３１日に公布

され、翌４月１日から施行されたところであります。このことにより、川棚

町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集す

る時間的余裕がありませんでしたので、去る３月３１日付で地方自治法第１

７９条第１項の規定に基づき、専決処分により改正しましたので、同条第３

項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。 

なお、改正の内容につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。  

議     長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは、川棚町国民健康保険税条例の一部を改正しました

その内容についてご説明いたします。 

改正の概要ですが、国民健康保険税の課税限度額の引き上げと、減額措置

に係る軽減判定所得の基準の見直しが主な改正点でございます。制度の見直

し内容につきましては、資料を新旧対照表のあとにつけております。後ほど

ご参照いただければと思います。それでは新旧対照表によりご説明いたしま

すので、新旧対照表をご覧ください。 

第２条第２項は、医療分の基礎課税額を規定しているところですが、課税
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限度額を５４万から５８万に改正するものです。 

第２３条につきましては、国民健康保険税の減額について規定しておりま

す。第１号は改定はございませんが、７割軽減の対象となる世帯を定めてお

り、第２号の改正は５割軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定におい

て、被保険者の数に乗ずべき金額を２７万円から２７万５，０００円に引き

上げ、第３号の改正は２割軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定におい

て、被保険者の数に乗ずべき金額を４９万から５０万円に引き上げるもの

で、いずれも低所得者に対する軽減を拡大する基準の見直しを図るものであ

ります。次のページをお開きください。 

第２４条の２、第２項につきましては、特定対象被保険者等に係る申告に

ついて、マイナンバー情報連携により把握できるのであれば、雇用保険受給

資格証明書の提示が不要となることによる改正であります。改正文の附則を

ご覧ください。 

第１条はこの条例の施行期日について、平成３０年４月１日から施行する

ものとしております。第２条は適用区分として平成３０年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例によるものとしております。 

以上で説明を終わりますが、ご審議の上、ご承認くださいますようよろし

くお願いいたします。 

議     長 これから質疑を行います。はい、久保田議員。 

４ 番 久 保 田 ５割、２割軽減が低所得者のための軽減であるということで

すけども、軽減するために国保加入者は何か手続きを新たにしなくてはいけ

ないでしょうか。 

議     長 はい、健康推進課長。 

健康推進課長 はい。特に被保険者からの申請等はございません。 

議     長 はい、三岳議員。 

３ 番 三 岳 今回のですね、影響額というのが、たぶん先ほど見ましたら

フォルダーの方に通知書みたいな、国保の通知書が入っておりまして、今回

は税の引き下げと今回この限度額とか、２割、５割の軽減ですか、そういっ

たものの影響額というのがもう試算、出されているんでしょうか。  

議     長 はい、健康推進課長。 
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健康推進課長 税率がちょっと違いますので正確な金額にはならないかもし

れませんけれども、今の税率で昨年度の改正前と改正後を比較した金額で

は、５割軽減世帯で約２７万２，９５０円の減額、それから２割世帯で、軽

減世帯で１１万６，１００円、合計で３９万９，０５０円の減額となってお

ります。ちなみに世帯数としては５割世帯、すみません、医療分、後期分、

介護分とそれぞれになっているんですけれども、医療分で申し上げますと５

割軽減世帯で５世帯、２割軽減で５世帯、それから軽減なし世帯が１０世帯

減ったというところになります。以上です。 

議     長 はい、久保田議員。 

４ 番 久 保 田 この賦課限度額が４万円引き上げられて９３万円になるとい

うことですけども、この対象になる世帯はどのくらいあるんでしょうか。  

議     長 健康推進課長。 

健康推進課長 この制度によって限度額が、限度額に、限度額超になる世帯

の数が、この制度によってすべてということではありませんし、今年度去年

と、前年度と比べて今年度所得が多ければここにかかってきますので、一概

には言えないんですけれども、昨年度が４９世帯ございました。今年度が２

８世帯、この医療分における限度額超過世帯となっております。以上です。 

議     長 ほかに質疑はありませんか。はい、福田議員。 

１ ２ 番 福 田 福田です。新旧対照表の裏面になります。最後の部分で、申

告書の提出にあたりということで、提示を求められた場合にはというふうな

改正になっておりますが、そういった経緯というものをお聞きします。  

議     長 健康推進課長。 

健康推進課長 この第２４の２第２号の改正の内容ですけれども、特定対象

被保険者というのは、被保険者が資格を取得したとき、非自発的失業者、こ

の非自発的失業者というのは、その方を雇用していた事業主の倒産や自己の

責めに帰すべき重大な理由によるものを除く解雇等の理由による失業者のこ

とを言います。この方が、この方は総所得金額の３０％を算定基準所得額と

する軽減措置がございます。それがここには載っておりませんけれども、第

２３条で課税の特例ということで謳われております。この特定対象被保険者

の軽減申請において、マイナンバー情報連携により把握ができるのであれ

ば、雇用保険受給資格証明書の提示が不要となるという改正であります。以
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上です。 

議     長 ほかに。はい、福田議員。 

１ ２ 番 福 田 確認ですけど、福田です。マイナンバーで調べられない人と

いうふうなことですかね。 

議     長 はい、健康推進課長。 

健康推進課長 このマイナンバーの情報連携によって把握できない方は、雇

用保険受給資格証明書が必要となるということです。 

議     長 ほかに質疑はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議     長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。はい、

久保田議員。 

４ 番 久 保 田 承認第７号「専決処分の承認（川棚町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例）」に対する反対討論を行います。 

対象者はやはりわずかではありますけれども、この２０年から３０年ま

での１０年間に賦課限度額は２８万円も引き上げられています。やはり国

の制度といえども認めるわけにはいきませんので反対とします。  

議     長 次に、賛成者の発言を許します。村井議員。 

１ ３ 番 村 井 １３番、村井です。国の制度の改正に伴って本町の条例の改

正をするということで、当然のことだと思っておりますので賛成をいたしま

す。 

議     長 反対者の発言はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議     長 賛成者の発言もよろしいですね。 

 

（発言なし） 
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議     長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、承認第７号「専決処分の承認（川棚町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例）」の採決を行います。この採決は起立によって行いま

す。本件は承認することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

議     長 起立多数です。したがって、承認第７号「専決処分の承認

（川棚町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）」は、承認することに

決定をいたしました。 

（１４：５４） 

議     長 次に日程第１２、報告第１号「平成２９年度川棚町一般会計

予算の繰越明許費繰越計算書」を議題といたします。本件についての説明

を求めます。町長。 

町     長 報告第１号「平成２９年度川棚町一般会計予算の繰越明許費

繰越計算書」についてご報告をいたします。 

平成２９年度川棚町一般会計補正予算（第７回）におきまして、地方自

治法第２１３条第１項の規定に基づき繰越明許費を定め、翌年度に使用す

ることができる経費としてご決定、ご承認をいただいたところであります

が、平成２９年度の出納閉鎖を迎え、地方自治法施行令第１４６条第２項

の規定に基づき、繰越明許費繰越計算書を調整しましたので、その内容に

ついて議会に報告するものであります。 

  その他詳細につきましては企画財政課長から説明いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

議     長 企画財政課長。 

企画財政課長 それでは内容についてご説明いたします。２枚目の繰越計算

書をご覧ください。表の方の説明ですが、左から順に繰り越しした予算の

款、項、事業名、金額、翌年度繰越額、その財源内容について掲げておりま

す。それでは今回５つの事業繰越がございましたので、その事業内容につい

てご説明いたします。 
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まず、漁村再生交付金事業費翌年度繰越額１，８８３万５，０００円に

つきましては、三越漁港整備工事であります。 

次の水産物供給基盤機能保全事業費１，２７０万円は、川棚西部漁港水

産物供給基盤機能保全計画書の作成業務委託であります。 

次の道路維持費５０万円は、町道岡ノ谷１号線の道路維持工事に伴う用

地費で、次の道路新設改良事業費６３０万４，０００円も、町道上組平線

及び町道野口線の改良工事に伴う用地費でございます。最後の社会資本整

備総合交付金事業費（新設改良）７，６３１万８，０００円は、東臨港線

及び上組西部線、中倉線の改良事業であります。 

以上、５つの事業について、平成２９年度一般会計補正予算（第７回）

の繰越明許費において掲げた金額と同額の１億１，４６５万７，０００円

を、失礼しました、平成３０年度に繰り越しを行ったものでございます。 

以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

議     長 これから質疑を受けます。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わり、報

告済みといたします。 

（１４：５９） 

議     長 次に日程第１３、報告第２号「平成２９年度川棚町水道事業

会計予算の繰越計算書」を議題といたします。本件についての説明を求めま

す。町長。 

町     長 報告第２号「平成２９年度川棚町水道事業会計予算の繰越計

算書」について、ご報告をいたします。 

平成２９年度川棚町水道事業会計予算の繰越について、地方公営企業法

第２６条の規定に基づき、当該年度内に支払い義務が生じなかった額につ

きまして繰越計算書が作成され、川棚町水道事業者から報告を受けており

ますので、地方公営企業法第２６条第３項の規定によりその内容について

議会に報告するものであります。 

なお、詳細につきましては水道課長から説明いたしますので、よろしく
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お願いいたします。 

議     長 水道課長。 

水 道 課 長 それでは内容についてご説明をいたします。２枚目の平成２

９年度川棚町水道事業会計予算繰越調書をご覧ください。 

地方公営企業法第２６条に予算の繰越についての条文があり、第１項で

は通常の繰り越し、第２項ではただし書により、事故による繰り越しにつ

いて定められております。更に経理の手引きでは、第１項は建設改良費に

限ることとされており、また、第２項では建設改良費に限らず、すべての

支出予算について可能とされております。 

そこで今回の繰越計算書でありますが、表の名称として地方公営企業法

第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額としており、１款資本的

支出、１項建設改良費に関するものを記載しております。事業名は木場地

区水道施設用地取得費で、予算計上額が１１０万円で、翌年度繰越額を１

００万円、不用額１０万円としております。この不用額につきましては、

長崎県石木ダム建設事務所から引き継いだ３施設用地のうち、１施設の用

地については相続登記にかかる関係者が多数おられ、またその中には行方

不明者の方もおられることから登記困難であり、これまでどおり借地契約

とすることから、この１施設用地にかかる費用を不用額としたものであり

ます。 

また、今回の繰り越しとなりました原因につきましては、説明欄に記載

しておりますが、地籍図の修正及び相続関係者からの同意取得に時間を要

したことによるものであります。 

以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

議     長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わり、報

告済みといたします。 

（１５：０３） 

議     長 次に日程第１４、報告第３号「川棚町債権管理条例に基づく
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債権放棄の件」を議題といたします。本件についての説明を求めます。町

長。 

町     長 報告第３号「川棚町債権管理条例に基づく債権放棄の件」に

ついてご報告いたします。 

川棚町債権管理条例第１５条第１項の規定に基づき、水道料金の債権の

放棄を平成３０年３月３１日付で行いましたので、同条例第２項の規定に基

づき、議会に報告するものであります。今回放棄を行った債権は、平成２９

年度に不納欠損処分を行った水道料金であります。 

なお、詳細につきましては水道課長から説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。 

議     長 水道課長。 

水 道 課 長 それでは内容について説明させていただきます。中ほどの表

をご覧ください。 

調定年度につきましては、調定年度から５年を経過した年度を記載して

おります。 

債権の名称につきましては水道料金であります。 

件数につきましては月々の水道料金の件数であり、２３年度１０件、２

４年度３１件、合計で４１件であります。 

金額は債権の金額を記載しております。 

放棄の事由につきましては、川棚町債権管理条例第１５条第１項第１号

の項目を記載しております。 

また、備考欄につきましては、該当債務者数を記載しており、６名の方

が対象となっております。そこで今回、平成２９年度においての不納欠損処

理４１件、金額にして６万９，０７０円につきまして、川棚町債権管理条例

の規定に基づき債権放棄を行っております。 

以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

議     長 これから質疑を行います。山口議員。 

１ 番 山 口 この該当債務者ですが、現在も川棚町に在住で水道を使って

おられるのかどうか、この点だけお聞きしたい。 

議     長 水道課長。 

水 道 課 長 山口議員の質問にお答えします。現在は本町におられる方は
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おられません。以上です。 

１ 番 山 口 おられるんですか。 

水 道 課 長 おられません。 

１ 番 山 口 おられないんですね。 

水 道 課 長 はい。 

議     長 ほかにありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議     長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わり、報告

済みといたします。 

（１５：０７） 

議     長 ここでしばらく休憩をいたします。 

（１５：０８） 

（…休  憩…） 

（１５：２５） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議     長 次に日程第１５、報告第４号「専決処分の報告（損害賠償の

額を定める件）」を議題といたします。本件についての説明を求めます。町

長。 

町 長 報告第４号「専決処分の報告（損害賠償の額を定める件）」

について報告をいたします。 

今年１月１９日、佐世保市内の市道交差点において、公務出張中の当時

地域政策課の職員が運転する公用車が原動機付自転車と衝突事故を起こ

し、相手方の原動機付自転車に損害が生じ、また、その運転者が負傷され

ました。損害を受けられました方には大変、ご迷惑をおかけしましたこと

に対し、心からお詫びを申し上げます。 

その後、３月と４月に損害を受けられた相手方と２件についての示談が

成立したことから、地方自治法第１８０条第１項及び専決処分の指定に関

する条例第２条第１号の規定により、損害賠償の額を定め専決処分を行い

ましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告するものであ
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ります。 

１件目は３月３１日付専決。損害賠償の相手方が佐世保市の新日本食材

株式会社で、損害賠償額は１２万６，０００円であります。 

２件目は４月２３日付専決。損害賠償の相手方が佐世保市の樋口正和

様。損害賠償額は４万９，４９７円でございます。 

詳細につきましては総務課長から説明いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

議     長 総務課長。 

総 務 課 長 恐れ入りますが、着座にて失礼いたします。それでは内容に

ついて説明をいたします。 

２件とも今年１月１９日に発生した交通事故によるものでございます

が、２件に分かれておりますのはバイクの所有者、そしてバイクの運転者

ということで相手方が異なっておりますので、示談成立も別々でございま

して、示談成立後、遅滞なく賠償金額の支払いを行うため、１件ずつ専決

処分を行ったことによるものでございます。具体的には専決処分のとおり

でありますので、専決処分を読み上げ報告とさせていただきます。ご了承

をお願いいたします。 

専決処分書、専決第７号をお開きください。専決第７号専決処分書。地

方自治法第１８０条第１項及び町長の専決処分の指定に関する条例第２条

第１号の規定により損害賠償の額を次のとおり専決処分する。平成３０年

３月３１日専決。川棚町長山口文夫。損害賠償の額を定めることについ

て。佐世保市上町２番地２１先路上で発生した、本町職員が運転する公用

車による自動車事故について、下記のとおり損害賠償の額を決定する。  

１．事故発生日時。平成３０年１月１９日、金曜日、午後１時７分頃。 

２．事故発生場所。佐世保市上町２番地２１先路上。 

３．損害賠償の相手方。佐世保市栄町７番３号、新日本食材株式会社代

表取締役坂下克弘。これは原動機付自転車の所有者でございます。 

４．事故の概要。平成３０年１月１９日、金曜日、午後１時７分頃、佐

世保市上町２番地２１先交差点において、本町所有の公用車を地域政策課

職員が運転中、一時停止の標識を見落とし直進したため左から来た原動機

付自転車と衝突し、新日本食材株式会社が所有する原動機付自転車に損害
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を与えたもの。 

５．損害賠償額。１２万６，０００円。 

次に、専決第１０号についてご説明いたします。先ほどと重複する分に

ついては省略をいたします。 

専決の日が平成３０年４月２３日でございます。 

事故発生日時、２番の事故発生場所については同様でございます。 

３．事故賠償の相手方。佐世保市中通町４９番、樋口正和。 

４．事故の概要。平成３０年１月１９日、金曜日、午後１時７分頃、佐

世保市上町２番地２１先交差点において、本町所有の公用車を地域政策課

職員が運転中、一時停止の標識を見落とし直進したため左から来た原動機

付自転車と衝突し、原動機付自転車を運転していた樋口正和氏が負傷した

もの。 

５．損害賠償額。４万９，４９７円。以上でございます。 

なお、以上のとおりでございますが、この２件の賠償金につきましては

いずれも支払いが完了し、また、その全額が財団法人全国自治協会の損害

賠償保険の対象となっておりますことを付け加え報告させていただきま

す。 

以上で報告を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

議     長 これから質疑を行います。はい、田口議員。 

２ 番 田 口 この点について３点お聞きしたいと思います。 

１点目はですね、この事故に関する過失の負担割合はどのくらいかとい

うことです。すなわち、町の方が１００％なのか、それとも相手にも過失が

あったのかという点が１点です。 

それから２点目は、この１件は３月３１日専決、２件目は４月２３日専

決ってなっていて、なっておりますが、２件目の方は本年度に入ってからの

ことになっておりますので、専決をしなければならなかった理由、それは先

ほど説明があったとおり、早急に支払いをしなければならないという説明が

ありましたんですが、そういうことかと。早急に支払いをしなければならな

いから、２件目の方も専決にしたのかというのが２点目です。 

それから３点目はですね、その支払いの年度、要するに２９年度の予算

で払ったのか、３０年度の予算で払ったのかという、それぞれについて、１
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件目及び２件目について、それぞれどっちのお金で払ったのですかというこ

とをお聞きします。以上です。 

議     長 総務課長。 

総 務 課 長 それではお答えいたします。過失負担割合の件でございます

が、過失割合、これが本町の事故責任割合が９０％、そして相手方が１０％

という割合でございました。 

そして２点目の専決の理由でございますが、最初に申し上げましたよう

に、相手方との示談が成立しておりまして、この賠償額の確定をしませんと

支払いができないということなります。これらの点につきましては、賠償額

が５０万円以下であること、そしてその全額が保険によって手当されるこ

と、以上のことから専決理由にいずれも該当いたしますので、遅滞なく処理

を行ったということでございますので、そのようにご理解をいただきたいと

思います。 

そして３点目でございます。支出の予算の、支出がどうであったのかと

いうことでございますが、まず最初の専決処分の７号の方でございます。こ

ちらは賠償額が、今回議案としてお出ししましたのが、議案としてお出しし

ました損害賠償の額が１２万６，０００円でございましたが、先ほど申し上

げました過失割合によりまして、本町負担が９０％ということになっており

まして、その分支払ったのが１１万２，４５０円、この支払いを３月中にお

支払いをしたところであります。これは本町の予算において損害賠償額とし

て支出を行っております。そして２件目の専決処分を行いました４万９，４

９７円でございます。こちらにつきましては４月以降になりましてから、こ

れは町に一旦入ってくる保険金額が、ご本人に直接保険会社から支払われた

と、そういう手続きになっております。以上、答弁といたします。  

議     長 はい、田口議員。 

２ 番 田 口 今の最後の部分ですが、本人に直接払われたということであ

れば、ここに書いてある４万９，４９７円はどんなふうになるんでしょう

か。 

議     長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。今回の損害賠償の額を確定するという決定でございま

すが、これは町の手出し部分だけではなくて、その方の損害賠償の全額、こ
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れを損害賠償の額を定めるという手続きになってまいります。ですから、町

の純粋な負担分ではなく、損害賠償のすべての額ということでご理解をいた

だきたいと思います。 

議     長 はい、田口議員。 

２ 番 田 口 ４万９，４９７円の９０％が町の負担額である訳ですが、保

険で直接本人に支払われたという話だったので、町から支払った額というも

のはないということなんでしょうか。そこら辺のあれがよくわからないんで

すけど。 

議     長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。まずちょっと話を整理いたしますと、先ほど過失割合

の９０対１０というふうに申し上げたのは、１件目の専決処分の１２万６，

０００円にかかる分でございます。そしてこの２件目の専決処分の４万９，

４９７円、これは過失割合というものではなくて、この損害を受けられた方

に対する最初の治療代、そしてメガネ等の損害、そういったものが全部合わ

さって４万９，０００円余りという額でございます。 

今回、この損害賠償の額、これは一定額を超えますと議案ということに

なってまいります。議案でもって議会の議決となってまいりますが、その場

合の額の定め方につきましては、賠償額の総額をもって議案とするというこ

とが自治法の中で決まっております。したがいまして、今回２件目の専決処

分についての額は町の公費として支払ったものではありませんが、本町の職

員が被害を与えた、その総額を損害賠償の額と定めたということであります

ので、そのようにご理解をいただければと思います。以上でございます。  

議     長 はい、山口議員。 

１ 番 山 口 山口ですが、こういうふうな公用車による事故ですね、これ

については起こしてはならないというのはもう一番原則だろうと思います

が、こういう事故が起こったときのいわゆる職員に対する注意とか、それか

ら、日頃から公用車の使用に対してですね、何らかの町としての規定がある

のかとか、安全運転に関するですね、その点をお尋ねしたいと。  

議     長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。この事故のあとの対応でございますけれども、日頃か

ら町職員として交通安全の遵守、そして交通事故の未然防止、これに心がけ
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るというのはごく当然のことでございまして、日頃から交通安全については

注意を啓蒙しているところでございます。しかしながら、こういった事故が

おきまして、しかもこの損害賠償の額を定める件につきましては、前回が２

年前の６月議会にご報告をしたということで、２年を過ぎないうちの事故で

あったということで、非常にこの事故の重大性ということを認識をいたしま

して、対応策としまして、その直近の課長会議、これは４月１６日にござい

ましたけれども、その会議の折に副町長名の文書をもちまして、交通法規の

遵守及び安全運転の徹底についてという文書をもちまして、こういった事故

によって損害賠償の額を定める議会への報告等が生じるということを説明

し、そして２７年度から２９年度にかけて起きた公用車の発生状況、こう

いったものを示したうえで、公私を問わず交通安全の事故未然防止について

万全を期するよう職員に伝達し、注意を喚起したとこでございます。以上の

ような対応をしたということでご理解いただきたいと思います。以上です。 

議     長 ほかにありませんか。はい、三岳議員。 

３ 番 三 岳 今の総務課長の説明で、例えば今回のですよ、この事故を起

した職員に対するいわゆる処分、そういったものはされていないということ

ですか。それと併せてですね、過去にもですね、こういった交通事故、それ

以外のですね、職員の不注意によるいろんな事柄があっていると思うんです

が、その場合ですよ、職員の懲戒とかそういったものの処分というのは、こ

れまでされてきたのでしょうか。お伺いします。 

議     長 総務課長。 

総 務 課 長 この職員の、当該職員の処分でございます。この職員の処分

につきましては、職員の懲戒処分の基準というものが制定されておりまし

て、その基準によって判断を行っております。その際判断しましたのが、懲

戒処分に該当する交通法規違反に関する規定としまして、著しい速度超過等

の悪質な交通法規の違反、こういったものがあれば懲戒処分の対象となると

いうことで基準がございます。今回、そうした悪質な交通法規違反には該当

しないという判断から懲戒処分には当たらないという判断をしております。 

しかしながら、公務中の公用車運転において一時停止を怠ったというこ

の過失、そして交通事故を招いたということにつきましては、本町の信用失

墜を招きかねない重大な過失であるということで、今後の再発防止を徹底さ
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せるためにも、厳重に注意を行う必要があるということで判断をし、この当

該職員に対しまして、私と、失礼、副町長と総務課長の私から公用車の運転

中における交通法規の遵守及び安全運転の徹底について、口頭にて厳重注意

を行ったところでございます。したがいまして、いわゆる懲戒処分には当た

らなかったということでご理解をお願いいたします。 

そしてこの懲戒処分の過去の事例でございますが、これにつきましては

町長が本日の開会の折に申し上げました職員の懲戒処分に関する公表基

準、これをこの度４月１１日から施行したところでございます。この折に

決めたところは、この制定後につきましてはこの公表基準に則りまして、

該当するものにつきましては公表してまいりますが、それ以前のものにつ

いてはあえて公表することはないということで、これを決定しておりま

す。そういったことから、本日この本会議場での発言は控えさせていただ

きたいというふうに思います。以上です。 

議     長 はい、田口議員。 

２ 番 田 口 参考までにですが、相手側の、賠償の個人の樋口さんという

方の年齢は何歳でしょうか。 

議     長 総務課長。 

総 務 課 長 こちらに示談書が手元にございますが、そこに記載がありま

せんので年齢までは把握をしておりません。以上でございます。  

議     長 ほかに質疑はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議     長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わり、報

告済みといたします。 

（１５：４６） 

議     長 ここで時間延長をいたします。 

（１５：４６） 

議     長 次に日程第１６、報告第５号「専決処分の報告（既設条例規

定の是正のための関係条例の整理に関する条例）」を議題といたします。  

本件についての説明を求めます。町長。 
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町     長 報告第５号「専決処分の報告（既設条例規定の是正のための

関係条例の整理に関する条例）」について、ご報告をいたします。 

去る平成３０年３月川棚町議会定例会において、町長の専決処分の指定

に関する条例について、議会運営委員会委員長の発議によりその一部を改正

する条例の提案をいただき、ご決定いただいたことから、町長において専決

処分することができる事項として、同条例第２条に第６号として既設条例の

趣旨に変更を及ぼさない程度において、引用法令の改廃に伴う当該法令の題

名、条項、もしくは用語に係る規定の改正または字句の修正をすることとい

う条項を新たに追加していただいたところであります。この度この第６号の

規定に該当する字句の修正等について、既設条例規定の是正のための関係条

例の整理に関する条例について、第１条から第１７条までの条例について一

括してそれぞれの字句等の是正を行うための一部改正を行い、平成３０年４

月２日付で専決処分を行いましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定

により議会に報告するものであります。 

改正の内容につきましては総務課長から説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。 

議     長 総務課長。 

総 務 課 長 それではお配りしております新旧対照表にて、内容について

ご説明をいたします。 

今回の改正は、該当する条例につきまして１条ごとに条例として掲げ、

一括して改正を行ったものでございます。 

まず第１条であります。川棚町情報公開条例の一部改正でございます。

ここでは字句の修正を行っております。 

第１４条第２項第１号におきまして、下線を引いておりますように改正

前は「ただし書き」、これに「書き」に「き」の字の送り仮名がついており

ました。この送り仮名は不要でございますので、改正後にありますように

「ただし書」、送り書きなしの「ただし書」に改めたものでございます。こ

の後において、この「ただし書」がいくつか出てまいりますので、その後は

簡略に説明してまいります。 

次に第３項であります。下線を引いておりますカッコの中の「第１９条

及び第２０において」という中の「第１９条及び」でございます。これはか
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つては第１９条におきまして、反対意見書という文言がございましたが、そ

の後の改正によりましてこの文言がなくなっておりますので、本来は削除す

べきであったということで、今回この「第１９条及び」を削除するというふ

うに改正を行ったものでございます。 

次に第２条、川棚町個人情報保護条例でございます。第２３条におきま

して、次のページをお開きください。この第３項でございます。この中で下

線を引いておりますように「第４０条及び」とあります。これも先ほどと同

様に、改正前は第４０条の中にも反対意見書という文言がありましたが、こ

れが改正によりなくなっておりますので、これを削除すべきでございますの

で、改正後におけるように「第４０条及び」の文字を削除したものでありま

す。 

続きまして第３条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例でございま

す。この中の第１１条第１項第３号をご覧ください。下線を引いておりま

す。これは引用している法律の題名変更に伴うものであります。改正前にお

きましては、「公庫の予算及び決算に関する法律」という法律名でございま

したが、これが法律名の題名変更がございまして「沖縄振興開発金融公庫の

予算及び決算に関する法律」というふうに改め直っておりますので、そのよ

うに改めたものであります。 

次に新旧対照表３ページ第４条、町長及び副町長の給与に関する条例で

ございます。これは用語に係る規定の改正でございまして、定義等の改正を

行っております。改正前におきましては、まず第１条第２項において「一般

職員の例による」とありますが、本来はここで定義をしておくべきであると

いうことで、次の第２条、期末手当の中で定義が出てまいりますが、最終的

にはこれはすべていずれも同じものを指す、職員を指すということで、改正

後におきましては第１条第２項に書いておりますように、ここにおいて「職

員の給与に関する条例の適用を受ける職員」、そして「以下「一般職の職

員」という」ということで定義付けを、まずここでもって定義付けを行いま

して、以下第２条においてこの定義によって「一般職の職員」ということで

改めたものでございます。 

続きまして第５条、職員の給与に関する条例でございます。これは第６

条におきまして改正前「給料額」とありました。これは正しくは「給料月
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額」というのが正しい名称でありますので、字句の修正として「給料月額」

に改めたものでございます。４ページをお開きください。 

第６条、職員の育児休業等に関する条例でございます。これも字句の修

正で「ただし書き」を送り仮名なしの「ただし書」に改めております。  

第７条に移ります。これも別表の中の、表の中の字句の修正でございま

す。この中で該当箇所は表の中の「ホ」の部分と、「ホ」の部分でございま

す。「床面積の合計が１０，０００平方メートルを超えるとき」、改正前は

「とき」の後に「。」がありません。これが本来は「とき」であるとか「こ

と」であるという用語の後は、「。」をつけるのが正しいということで

「。」をつけたものであります。５ページ目の「ホ」についても同様でござ

います。 

続きまして第８条であります。川棚町税条例でございます。これも字句

の改正でありまして、第４０条の改正前は「次の通りである。」と、これが

漢字になっておりますが、こういった場合は漢字を使用しない仮名書きによ

る用法が正しい用法でありますので、ひらがなの「とおりである。」という

ふうに改めたものでございます。 

次に第９条、川棚町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例で

ございます。これも字句の修正で、第７条において「ただし書き」これを送

り仮名なしの「ただし書」に改めております。同じく同条例の第１９条、こ

れも「ただし書き」を送り仮名なしの、失礼しました、第９条でございま

す。これも送り仮名なしの「ただし書」に改めております。  

次に第１０条、川棚町いきがいセンターの設置条例でございます。これ

は第１０条第２項におきまして用語の改正を行っております。第５号に改正

前は「伝染病疾患」という用語がございましたが、これは平成９年に伝染病

予防法に変わりまして、新たに感染症予防法というものに法律がとってか

わっております。したがいまして、こういう「伝染病疾患」という用語では

なくて「感染症疾患」という用語が正しい用語でございますので、「感染症

疾患」に改めたものであります。 

第１１条、川棚町廃棄物の処理及び清掃に関する条例。ここにおきまし

ても第１０条第３項中の「ただし書き」、これを送り仮名なしの「ただし

書」に改めております。 
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第１２条、川棚町大崎温泉施設設置条例でございます。この第３条にお

きまして、改正前「次の事業を行う」というふうに書いてあります。こうし

た各号列記を掲げる場合、改正後にありますように「次に掲げる事業」とい

うふうな用語が適正な使い方でありますので、「次に掲げる」に改めており

ます。そして第３号におきまして、「前各号に掲げる」とありますが、この

「前各号」につきましては、第３号の前は１号と２号だけ、２つでありま

す。こうした場合は、すみません、「前各号」という用語につきましては、

対象とする用語が４個以上の場合に使用する用語であるということで、この

場合、先ほど申し上げたように前にある各号が２つでありますので「前２

号」というふうに改めたものであります。 

続きまして第１３条、川棚町営住宅管理条例。これは２８条第３項中の

「ただし書き」、送り仮名なしに改めております。 

第１４条、川棚町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

でございます。ここにつきましては、改正前におきましては「川棚町水道事

業就業規則」とありましたが、正しくは「川棚町水道事業就業規定」であり

ますので、規定に改めたものであります。 

第１５条、川棚町下水道条例の一部改正でございます。ここにつきまし

ても、対照表は８ページになりますが、「前各号」とありますが、対象とす

る号が２つだけでありますので「前２号」というふうに改めております。  

第１６条、川棚町社会教育委員条例でございます。改正前におきまして

は「昭和２４年法律第２０７号」の次に「。以下「法」という。」という定

義付けがありましたが、この条例においてはこの第１条の以降に「法」とい

う用語の記載がありませんので、この定義付けが必要なかったということで

削除を行ったものであります。 

第１７条、川棚町中央公民館の設置及び管理等に関する条例についてで

あります。こちらにつきましては省略をしておりますが、第１１条の第１項

におきまして、減免することはできるものとして５つの号、５号の記載がご

ざいます。これは先ほど申し上げましたように４つ以上の号を対象とします

ので、「前項各号」ですが、これは第１項に規定しておりますので「前項各

号」という第１項を足したものでございます。 

以上が今回の改正の内容でございます。それでは改正条例の一番最後の
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附則をご覧願います。この附則において謳っておりますように、この条例は

交付の日から施行するということで、専決処分を行った平成３０年４月２日

から施行ということで適用をした次第でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議     長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わり、報

告済みといたします。 

（１６：０１） 

議     長 次に日程第１７、議案第２４号「平成３０年度川棚町一般会

計補正予算（第１回）」を議題といたします。 

本件についての説明を求めます。町長。 

町     長 議案第２４号「平成３０年度川棚町一般会計補正予算（第１

回）」について、提案理由をご説明いたします。 

今回の補正といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を５９億１，６６０万円にしようと

するものであります。 

今回の補正は、中央公園交通広場前トイレの改修として、使途の指定が

あった一般寄附金の追加及び中央公園交通広場前トイレの洋式化のための工

事費の追加、勤労青少年ホーム音楽室の空調設備故障に伴う修繕料の追加、

観光施設事業特別会計の補正予算に伴う一般会計からの繰出金の増額などで

あり、その他当初予算編成後の事情変更等に対応するため、必要な事業費に

ついて計上したものであります。 

補正予算の詳細につきましては、企画財政課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご決定くださいますようよろしくお願いいたします。  

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、議案第２４号「平成３０年度川棚町一般会計補正

予算（第１回）」についてご説明いたします。今回の補正といたしまして

は、先ほど町長から説明がありましたとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳
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出それぞれ６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を５９億１，６６０万円

にしようとするものであります。それでは事項別明細書の歳入からご説明い

たしますので、６ページ、７ページをお開きください。 

１６款寄附金であります。１項１目一般寄附金２０万円の増額につきまし

ては、中央公園トイレの改修として使途の指定がある寄附金の採納願いがご

ざいましたので、その寄附額を増額するものでございます。次のページをお

開きください。 

１９款諸収入であります。４項５目雑入４０万円の増額は、公用車による

物損事故により、その公用車の修理費として全国町村会から共済金が支払わ

れましたので、その金額を増額するものでございます。続きまして歳出を説

明しますので、次のページをお開きください。 

２款総務費でございます。１項１目一般管理費１８０万円の増額は、歳入

で説明しました、事故を起した公用車につきましては平成１１年に購入し、

１９年を経過して老朽化が著しいことから、今回修理を行わず、新車買替え

を行うため、その購入額を計上するものであります。 

続きまして、３項１目戸籍住民基本台帳費２１万８，０００円の増額でご

ざいます。職員の病気通院のため、その代替として臨時職員を雇用するもの

で、４節共済費、７節賃金をそれぞれ増額するものであります。次のページ

をお開きください。 

５款労働費であります。１項１目勤労青少年ホーム管理費２１万６，００

０円の増額は、勤労青少年ホーム音楽室の空調設備が故障し、早急な修繕が

必要なため、その修繕料を増額するものであります。次のページをお開きく

ださい。 

７款商工費であります。１項３目観光費２０万円の増額は、観光施設事業

特別会計の補正に伴い、特別会計の繰出金を増額するものであります。次の

ページをお開きください。 

土木費であります。５項２目公園管理費の増額は、歳入でございました寄

附金に対応するため、中央公園交通広場前のトイレを高齢者、障がい者にも

使いやすいよう洋式トイレに改修するため、１５節工事費を２０万円増額す

るものであります。次のページをお開きください。 

１４款予備費であります。予備費につきましては、歳出歳入の見合いによ
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り２１０万５，０００円を減額するものであります。 

以上が平成３０年度一般会計補正予算（第１回）の内容でございます。ご

審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。  

議     長 これから質疑を行います。はい、小谷議員。 

９ 番 小 谷 小谷です。１７ページの公園管理費の工事請負費の２０万円

ですけども、中央公園のところのトイレの洋式化ということの説明がありま

したが、この２０万の予算でどの程度工事をされるのか、もうちょっと詳し

く説明をお願いします。 

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 それでは私の方からお答えをさえていただきます。中央公園

の交通広場前のトイレにつきましては、現在、男子トイレに大便器１箇所、

女子トイレに大便器２箇所の和式トイレでございます。その３箇所の和式ト

イレを今回洋式化に改修するものでございます。なお、予算につきまして

は、当初予算でその他補修として見込み計上をさせていただいておりまし

た。現在、その使途がまだ確定しておりませんので、その見込み計上してお

りました予算を活用し、プラス２０万の補正で対応するとしているものでご

ざいます。以上です。 

議     長 ほかにありませんか。田口議員。 

２ 番 田 口 観光費の繰出金は、観光施設特会への繰り出しということ

で、この議案は次の議案に、大崎公園管理費の委託料の増というふうになっ

てくるのだと思いますけど、要するにどういうものかというものの説明はい

ただけないでしょうか。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 それでは田口議員のご質問にお答えいたします。次の議案で

説明をしようと思っていましたけれども、よろしいですかね。大崎公園にお

きまして、インバウンド対策として駐車場の整理のための交通整理の委託料

を増額をする予定としております。インバウンド対策ですけれども、佐世保

港に入港するクルーズ客船の外国人観光客が、県北の観光地を大型の観光バ

スで周遊されておりまして、その行程の中に大崎くじゃく園、しおさいの湯

が含まれております。 

平成２９年度は大崎くじゃく園としおさいの湯に計４回来られておりま



- 69 - 

して、大型バスが４８台、１，９２０名の来場となっております。これにつ

きまして観光協会で対応をしておりますけれども、駐車場整理等人手が不足

しておりまして、平成３０年度も増加することが想定されております。この

ままでは受入れが難しくなるということから、交通整理の委託料を増額補正

をする予定にしております。 

ちなみに、平成２９年度、佐世保港入港が８４回、平成３０年度の佐世

保港入港見込みが１２０回と見込まれております。それと、佐世保港にあり

ます三浦岸壁改修工事、これは大型化の、大型化する岸壁ですけれども、延

長が３７０ｍ、これが３０年の７月に完成をし、ここにも旅客船が来る予定

となっております。また、佐世保市の浦頭埠頭ですね、そこにも、そこも岸

壁の改修が行われておりまして、３２年度末に完成予定、これも国際船のク

ルーズ客船の就航のための改修が行われております。そういったことで今回

委託料の増額を予定をしているところであります。以上です。  

議     長 ほかにありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議     長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議     長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから議案第２４号「平成３０年度川棚町一般会計補正予算（第１

回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  
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「異議なし」の声あり 

 

議     長 異議なしと認めます。したがって、議案第２４号「平成３０

年度川棚町一般会計補正予算（第１回）」は原案のとおり可決されました。 

（１６：１４） 

議 長 次に日程第１８、議案第２５号「平成３０年度川棚町観光施

設事業特別会計補正予算（第１回）」を議題といたします。本件についての

説明を求めます。町長。 

町     長 議案第２５号「平成３０年度川棚町観光施設事業特別会計補

正予算（第１回）」の提案理由をご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，４２０万円にしようとする

ものであります。 

なお、補正予算の詳細につきましては産業振興課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 それでは詳細につきまして説明いたします。歳入からご説明

いたしますので６ページ、７ページをお開きください。 

１款繰入金、１項１目一般会計繰入金２０万円の増額について、先ほど説

明をいたしました歳出の増額分について、一般会計から繰入金を増額するも

のであります。次に歳出をご説明いたします。次のページをお開きくださ

い。 

１款観光施設事業費、１項１目管理費の説明欄、大崎公園管理費２０万円

の増額。これは先ほど説明をいたしましたけども、交通整理員の委託料の増

額になります。 

説明をしておりませんでした、３０年度の警備員の配置計画ですけれど

も、回数を６回程度見込んでおります。その合計額が２０万円ということで

増額を、補正を予定しているものであります。 

以上説明を終わりますが、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしく

お願いいたします。 
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議 長 これから質疑を行います。はい、毛利議員。 

５ 番 毛 利 はい。ちょっとお尋ねします。先ほどからインバウンドのど

うたらこうたらとか、クルーズ船が来て大型バスで何台とかおっしゃってい

るんですけど、この交通警備員の費用を出さんといかんのですかねと思いま

して。通常、観光事業で集客があれば、そこに収益が上がっているわけで、

そういった増員というのはその収益の中でやるべきではないのかなと思った

もんですから、その辺はどういうお話で費用をこちらが増額をするというお

話になったのかどうかお聞きしたい。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 毛利議員の質問にお答えいたします。昨年度、クルーズ船

が、クルーズ船じゃなくて、観光を４回来られておりますけれども、収益は

今のところ０であります。駐車料金もなくて、コースからいきますと、例え

ば海きららから大村の免税店、それから大崎くじゃく園というような感じで

す。今のところはそこで売るものもなく、トイレの休憩、それとくじゃく園

の観光をされて帰られるっていう状況であります。そういったことで、まだ

収益も上がっておらず、人手が不足しておりますので、その交通整理につい

て指定管理のゾーンになりますけれども、そういったことで補正をするとい

うふうに考えております。 

今後は９月を目途に駐車料金、その大型バス１台いくら、それからそう

いったものを考えていく予定にはしております。それとあと大崎くじゃく

荘ですね、くじゃく荘、それからしおさいの湯、そういったところの食事

ですね、そういったものを中に取り入れていって、収益を上げていくと。

今のところはまだ収益が０ということになっております。以上です。  

議 長 はい、毛利議員。 

５ 番 毛 利 そういったことで、今はただ見て帰られるだけということな

ので収益がないということ、今後されるということなので、せっかくの機会

なんでですね、そういったバスが入ってくるとか、外国の方が多いんでしょ

うけど、やっぱり何かしらそういった事業に結び付けていければ、収益が上

がるようになればと思いますので、ぜひがんばっていただきたいと思いま

す。質問ではありません。 

議 長 はい、三岳議員。 
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３ 番 三 岳 今のですね、答弁でいわゆる経済効果が見込めないという部

分に２０万を支出するということで、今から集客、金を落としてもらうよう

な方策を考えるという話であったんですけども、私もですね、要するに行政

から見たときには費用対効果っていうのは求められると思うんですよね。だ

から、先ほど毛利議員がですね、言われたように、観光協会の方でやはりこ

れは手当をすべきものじゃないかなと思いますが、その点はどうなんでしょ

うか。 

議 長 はい、産業振興課長。 

産業振興課長 三岳議員の質問にお答えいたします。大崎くじゃく園、指定

管理者ということで観光協会の方に指定管理をお願いしておりますけれど

も、その中にはこのインバウンド対策費、そういったものは現在含まれてお

りません。そのほかの指定管理料というふうなことになっております。それ

と今、観光協会のくじゃく園に来るお客さんっていいますかね、そういった

ところには今のところ効果はありませんけれども、大村の免税店、それから

有田のポーセリンパーク、そして大崎のくじゃく園と周遊をされます。その

中でこの大型のバスが２０５号を通ります。また、県道の大崎線を通ってい

きます。そういったことで、交通量が増えるっていうことですね。そこの整

備をする効果っていいますかね、そういったものが上がってくるっていうこ

とで、大崎自体には今のところありませんけれども、そういった周辺の効果

が上がってくる可能性がありますので、今のところは大崎の方でがんばって

いただくと言いますかね、そういったふうに考えております。以上です。  

議 長 はい、山口議員。 

１ 番 山 口 今の課長の説明でね、２０５号の交通混雑の緩和と出ました

けどね、２０５号というのは関係ないわけです。大崎公園ね。どこを警備し

ようとするわけですか。結局、大崎公園の、結局４回の１２台でしょう、大

型バスが来るのが。１台に単純に考えたら４８名ですから、去年は。そのた

めにね、２０万の金がいるのかというのは逆に言えるわけですよ。今の課長

の説明で、２０５号なんてね、とてつもないところの、この２０万の中で

ね、交通緩和のために何の役に立つのかと。ちょっとこう答弁としてはおか

しいんじゃないかと思いますけど。 

議 長 町長。 
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町 長 はい、お答えします。ちょっと課長もいろんなことを考えす

ぎているようであります。このですね、増額については、本来観光事業であ

りますので指定管理者が負担すべきだろうということは、三岳議員がおっ

しゃったとおりであります。しかし、町が指定管理をしている事業の中には

いわゆる公益事業、収益事業でありますしおさい、くじゃく荘の管理、それ

ともう１つは公益事業であります大崎自然公園の管理、こういった種類があ

ります。 

今回のこの２０万というのは、くじゃく園に大型バスが一遍に多く来ま

すので、ここにガードマンを配置をしたいと。ここは公益事業でありますの

で、当然、町の方でその分は見るべきだろうということで、今回こういった

措置をさせていただいたところであります。ご理解を賜りますようにお願い

します。 

そして、毛利議員がおっしゃったように、こういったインバウンドをど

のようにしてわが町の交流人口の拡大、そして観光振興につなげるかという

ことは、これから大きな課題でありますので、観光協会と協議をしながらそ

こにトイレ休憩だけじゃなくして、何か収益があるような事業の展開をして

いかなければと、今このように思っております。以上でございます。  

議 長 はい、田口議員。 

２ 番 田 口 これは観光協会の考え方だと思うんですが、先ほど駐車料金

を取りたいというふうな意向という説明がありましたけれども、その観光バ

ス業界は非常に競争が今厳しくなっているというようなことが言われており

ますので、駐車料金を取るとかえって来なくなるのではないかというふうな

心配があります。十数台分だとおそらく２万円、３万円って１回あたりかか

るということになるんで、むしろだから来てもらって売り上げを上げるとい

う方法で考えていただくのがよいのではないかと思っておりますが、その点

についてはどうでしょうか。お考えを。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 田口議員のご質問にお答えいたします。本来であればそう

いった駐車料金を取らずに、そこでお金を落としていただくというふうなこ

とがベストだと思っております。そこら辺も今、指定管理者とですね、どっ

ちにするかをですね、協議をしていきたいというふうに考えております。以
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上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。はい、福田議員。 

１ ２ 番 福 田 福田です。クルーズ船、インバウンド事業というのが、佐世

保港を中心とした広域圏での観光ルートを作っていく場合に、川棚町として

は広域事業としての公園をトイレとして、トイレタイムで使われるぐらいな

感じであったらどうかなと思うので、広域でそういうふうな対応を考えても

らう方法はないのか。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 福田議員のご質問にお答えいたします。先ほど９月を目途に

そういった対策をということを申しておりましたけれども、これも広域事業

で、今は県北の方で、あとは関係市町でやっていますけれども、ある程度足

並みをそろえなければならないっていうことで９月を目途にということで

す。周知期間ですので、それは全体でそういった駐車料金、または他のお金

を落としていただく方策、そういったものは考えていくようにしておりま

す。以上です。 

議 長 はい、三岳議員。 

３ 番 三 岳 今までの実績でですよ、確かにバスで来られているわけです

ね。しかしそういった中でですね、事故等もなく、要するにくじゃく園にし

てもですよ、しおさいの湯にしてもですよ、問題点は、別に警備員がおらな

くてもよかったという結果じゃないかと思うんですよね。ですから今から更

に配置をして、何ですか、事故防止とかそういった意味での配置なのかです

ね、そこら辺がよくわからんとですよ。だからさっき言ったように、２０万

かけてそういう警備をして、じゃあ町に観光収入として金が落ちるのかと言

えば、それもちょっと見込めないと言った中でですね、過去の実績を踏まえ

れば、新たに警備を配置する必要があるのかどうかっていうのがちょっと疑

問に思いますが、その点はどうでしょうか。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 三岳議員のご質問にお答えいたします。クルーズ船から降り

て観光バスで観光される、そのコース、それと大崎のくじゃく園に来るとい

うことは、前日にＦＡＸでまいります。時間帯は例えば夕方の３時から５時

ということで事前の連絡がありますけれども、その時間帯が大きくずれたり
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とかそういったこともあります。また、そこにやはり観光協会の職員が２

名、３名と行って大型バスの誘導とか、そういったものをしなければならな

いこともありまして、人手が今はもう足りないというふうなことでありまし

たので、そういったことで今回警備員を配置する分の委託料を増額するとい

うふうなことで考えております。以上です。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 さっきも聞いたんですけどね、じゃあこの警備員をどこに何

名配置しようと考えているのかですよね。単に警備員、警備員と先ほどから

言われるわけですけども、じゃあどこにこの警備員を配置するのか、じゃあ

いったい何名ぐらいなのか。台数によっても違うと思うんですけども、そこ

の詳細がまったくわからないんですけども。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 山口議員のご質問にお答えいたします。警備員の配置計画に

つきましては、警備員の単価、４時間で８，０００円。それと回数が６回で

すけれども、くじゃく園の方ですね。例えば１回目につきまして、台数によ

りますけれども、台数が３台、１２０名で警備員を２名。３台以上ですね。

１０台以上につきましては警備員を４名。それ以上につきましては６名とい

うことで配置の計画をしております。以上です。 

１ 番 山 口 場所はどこなんですか。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 すみません。 

議 長 はい、山口議員。 

１ 番 山 口 場所を、どこに配置するのかっていうのを特に聞いているわ

けですよね。 

議 長 はい、産業振興課長。 

産業振興課長 それでは山口議員のご質問にお答えいたします。場所につき

ましてはくじゃく園のドッグランのところの広い駐車場ですね。そこのとこ

ろ。それと、それから下りたくじゃく園のちょっとした売店があるところに

なります。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。 
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（発言なし） 

 

議 長 よろしいですね。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第２５号「平成３０年度川棚町観光施設事業特別会計補正

予算（第１回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第２５号「平成３０

年度川棚町観光施設事業特別会計補正予算（第１回）」は原案のとおり可決

されました。 

（１６：３４） 

議 長 次に日程第１９、議案第２６号「特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたし

ます。提案理由の説明を求めます。町長。 

町     長 議案第２６号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由をご説明

いたします。 

介護保険法において、認知症施策推進事業における認知症初期集中支援

チームの体制整備が義務付けられており、本町においては今年度中に立ち上
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げるべく、その準備を進めているところであります。また、認知症初期集中

支援チームには、チームの一員として認知症サポート医の設置が義務付けら

れているところであります。本条例改正案は、その認知症サポート医を委嘱

し、配置するため、その報酬について定めるものであります。  

なお、改正の詳細につきましては健康推進課長から説明いたしますので、

ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例」の内容についてご説明いたします。 

先ほど町長が説明したとおり、認知症初期支援チームという支援体制を

構築し、認知症サポート医を委嘱するにあたり、その報酬額を定める改定

でございます。事業について若干説明いたしますと、認知症初期支援チー

ムとは、複数の専門職が家族の訴え等により、認知症が疑われる人や認知

症の人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族の支援など初期の支援

を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うこととされており、

そのチームの一員として位置付けられている認知症サポート医は、チーム

員会議等において具体的な支援策に関する指導、助言が主な役割となって

おります。 

改正案を説明いたします。新旧対照表をご覧ください。別表の第１条、

第２条関係に専門医（認知症サポート医）と日額１万２，４００円、それ

から旅費の額は同額と、同様とを加えるものであります。この金額の設定

につきましては、業務内容から介護保険認定審査委員と同額が適当である

と判断し、また、サポート医には有資格者が条件となっております。町外

のサポート医をお願いしなければならない事態もあり得ると考慮し、東彼

三町同額とすることが望ましいのではないかと三町で協議し、この額を提

案しているところでございます。この条例の施行期日ですが、公布の日か

ら施行するとしております。 

以上で説明を終わりますが、ご審議の上、ご承認くださいますようよろし

くお願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。 
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「な  し」の声あり 

 

議 長 よろしいですか。それでは質疑なしと認め、これで質疑を終

わります。 

これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから議案第２６号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例」の採決を行います。 

お諮りします。本案は原案のとおり可決することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第２６号「特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例」は原案のとおり可決されました。 

（１６：４０） 

議 長 次に日程第２０、議案第２７号「工事請負契約の変更（町道

上組西部線歩道設置工事（函渠工））」を議題といたします。 

  この議案については、地方自治法第１１７条の規定によって、毛利喜信議

員が除斥の対象となります。毛利喜信議員の退場を求めます。  

 

（毛利議員退場） 

 

議 長 提案理由の説明を求めます。町長。 
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町     長 議案第２７号「工事請負契約の変更（町道上組西部線歩道設

置工事（函渠工））」について、提案の理由をご説明いたします。 

現在、社会資本整備総合交付金事業として進めております町道上組西部線

歩道設置工事（函渠工）におきまして、工事の内容変更により、当初の請負

金額に変更が生じたところでございます。そこで地方自治法第９６条第１項

第５号の規定により、議会の議決に付すべき契約につきましては、川棚町条

例の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例によ

り、予定価格が５，０００万円以上の工事の請負と規定されておりますの

で、議会の議決を求めるものでございます。 

詳細につきましては建設課長から説明いたしますので、ご審議の上、ご決

定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 それではご説明をいたします。町道上組西部線歩道設置工事

（函渠工）につきましては、平成２９年度事業として平成２９年９月１４日

に、４，５１９万２，６００円で株式会社毛利組と請負契約を締結して、工

事を進めてきたところでございます。また、先ほどご承認いただきました専

決処分の一般会計補正予算（第７回）においての繰越明許費並びに繰越明許

費繰越計算書の報告のとおり、平成３０年度に繰り越して実施しているとこ

ろでございます。 

繰り越しの理由といたしましては、工事範囲内にあった支障電柱、電

力、電話、光、共同テレビの各線の移設に約４ヶ月強の期日を要したこと、

また、土留工の工法変更にも約３週間ほど期間を要したことから、工事の年

度内完成が見込めない状況となりましたので、やむなく繰越事業としたもの

でございます。それでは１枚めくっていただきまして、参考資料でご説明し

たいというふうに思います。 

まず、工期についてでございますが、平成２９年９月１５日から平成３

０年７月３１日まででございます。工事の場所は川棚町中山郷地内、中山地

区総代山口淳二さん宅付近でございます。工事の内容につきましては、現町

道を拡幅して歩道を設置するために、町道に仮設されていた下中山橋を撤去

して、歩道設置のため全体をボックスカルバート式の橋梁へ整備し、ボック

スカルバートの上下流の河川取付護岸を整備するのが主なものでございま
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す。当初の工事概要につきましては、今ご覧いただいております両ページに

記載をさせていただいておりますが、説明は省略をさせていただきます。今

回の工事請負契約の変更につきましては、めくっていただきましてその先の

ページに、３ページに渡って記載をさせていただいておりますので、その内

容について説明をいたします。また、参考の図面として資料の１から５とい

うことでカラーの両面刷りで添付いたしておりますので、そちらも折入って

ご覧いただければと思います。では、変更内容についてご説明をさせていた

だきます。 

当初の工事内容を、先ほど説明させていただきましたが、その工事内容

の延長、あるいは規格、寸法等の大きな変更はございませんが、今回は施工

方法、工法などに変更が生じたのが主でございます。具体的には、まず土工

についてでありますが、発生土を再利用するための仮置き場への搬出と、仮

置き場から現場までの積み込み、運搬を追加したものであります。図面は資

料の１でご確認ください。 

次に地盤改良についてでありますけども、橋梁として整備するボックス

カルバートの下側の地盤について、当初設計のボーリングデータから軟弱地

盤の層であることが確認をされております。したがいまして、強固な地盤へ

と改良することで設計をいたしておりましたけども、橋梁の真下については

設計時点でボーリング調査が実施できなかったことから、今回の工事で追加

して調査を実施したところであります。その結果として、当初想定しており

ました軟弱地盤の層が深いことが判明したことから、地盤改良する範囲を追

加したものでございます。図面は資料の２を見ていただければと思います。 

次に場所打函渠工についてでありますけども、橋梁として整備するボッ

クスカルバートのことでございます。ここにつきましては、基礎工について

湧水が確認されたことから、砕石基礎から栗石基礎に変更をしたものでござ

います。 

次の右側のページです。運搬処理工についてですが、地盤改良を実施す

る際に発生する排泥、汚泥のことですけども、その処理につきまして、当初

は産業廃棄物として処分場で処分する計画でおりましたけども、受け入れが

できないという結果になりました。また、近隣には受け入れ可能な処分場も

なく、他の施設では処分費が高額となるということから、埋め戻し材として
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再利用することでの必要な汚泥の処理費と試験費を追加したものでございま

す。 

次に土留・仮締切工についてでありますが、工事箇所の近隣家屋への影

響防止のため設置するもので、当初はウォータージェット併用圧入工法、水

圧で掘削しながら圧力で押し込む工法での鋼矢板設置を計画いたしておりま

したけれども、転石等の影響で水圧では矢板が圧入できなかったことから、

工法を先行掘削後に圧入する工法、オーガー等で先行掘削した後に圧入する

という工法に見直して変更したものでございます。 

次に移設工についてでありますけども、工事範囲内で、先ほど言いまし

た支障電柱に関してでございますが、この移設に関しては電気、電話、光回

線とは別に、中山地区テレビ共同受信施設のケーブルが支障となることが判

明したことから、移設工事を追加したものでございます。なお、九電、ＮＴ

Ｔ関係につきましては補償費で別途対応をしているところであります。  

次に運搬費についてでありますけども、基本的には諸経費に計上される

ものでございますけども、鋼矢板設置の大型機械、地盤改良に伴う排泥処理

の特殊機械装置、調査ボーリング等に伴う資材などは別途運搬費を積み上げ

計上することとなっているため追加したものでございます。  

１枚めくっていただいて、技術管理費についてでございます。これも諸

経費として計上されるものでございますが、地盤改良に伴う排泥の埋め戻し

再利用に伴う、生活環境へ支障がないか環境試験が必要なことから追加した

ものでございます。 

以上が変更の主な点でございますが、図面資料の資料３に地盤改良の排

泥、汚泥の処理に関するもの、そして次のページの資料４に土留めの鋼矢板

の工法変更に関するもの、資料５としてテレビ共同受信施設の移設工に関す

るものをつけさせていただいておりますので、ご一読いただければというふ

うに思います。 

一番表に戻っていただきまして、契約金額についてでございますが、変更

後の契約額は５，７６７万２，０００円となるものでございます。契約の相

手方といたしましては、川棚町百津郷４２－５、株式会社毛利組代表取締役

毛利喜信でございます。 

以上で説明を終わらせていただきますが、ご審議の上、ご決定いただきま
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すようよろしくお願いいたします。 

議 長 これから質疑を行います。はい、田口議員。 

２ 番 田 口 鋼矢板の設置ですが、近隣家屋への影響を防止するため鋼矢

板を設置するという計画になっておりますが、この図面、資料１の平面図の

図面でいけば、どの辺りにその鋼矢板は設置されるのでしょうか。 

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 はい。それでは田口議員のご質問にお答えをいたします。資

料１の平面図を見ていただいて、まず、中央部の青印が今回橋梁として整備

するボックスカルバートの位置になります。その上流に黄色に着色している

ものが河川の護岸の取り付け、護岸の整備になるものでございます。この黄

色の左側の建物、山口さんの建物ですが、この山口さんの建物に影響が出な

いようにということで矢板を打たせていただいているところでありますの

で、矢板の位置といたしましてはこのボックスカルバートの左側の隅周辺と

いうふうに見ていただければと思います。以上です。 

議 長 山口議員。 

１ 番 山 口 現時点でですね、この工事がどれくらい進捗しているのか。

そしてこの改良をそれぞれ出ているわけですが、これについてはすべて先に

進んでいるのか。それともこの議案が通らなければできないものなのかです

ね。そこはどういう形で進められているのか。その２点です。 

議 長 はい、建設課長。 

建 設 課 長 はい。それでは山口議員のご質問にお答えをいたします。ま

ず、進捗状況でございますが、すでにボックスカルバートの打設は終了いた

しておりまして、現在、取付護岸の施工に着手されております。一応、進捗

率といたしましては、６５％の進捗率になっております。これは５月の１５

日現在で６５％でございます。 

現在、施工は引き続き行っていただいておりますので、２点目の回答に

なると思いますけども、現在、引き続き工事は順調に進めてもらっておりま

す。今回の契約金額が５，０００万を超えるということでございますので、

議会の議決後に変更の契約は締結するということで、事業の内容は進めても

らっているということでございます。 

議 長 山口議員。 
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１ 番 山 口 この説明書の工事の概要で、変更・追加というのがあります

が、この変更追加の工事は現在もう進捗中だと、取りかかっていると考えて

いいわけですね。 

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 はい。失礼いたしました。ご質問の回答といたしましては、

この変更・追加はもうすでに進んでいるということでご理解いただければと

思います。 

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 追加でご説明をさせていただきます。なぜ契約前にこの追加

変更が施工できているかということであります。契約の中で、現場代理人と

監督職員の取り決めがありまして、その現場監督、現場代理人からの打合せ

簿という書類が上がってまいります。その打合せ簿の書類に対して、監督職

員、そして私課長も含めて工事の施工に関して許可をいたします。そういう

手続きを踏んで、工事を変更前に先に進めているということでご理解いただ

ければというふうに思います。以上です。 

議 長 はい、髙以良議員。 

１０番髙以良 今の説明についてですが、この議案が可決されるものという

前提で工事を進められているのかなと思うんですが、万一可決できなかった

場合にはどういうふうに対応されるのかということとですね、それから、変

更の内容にいろんな調査をするような部分もあるようですが、工期について

は変更なしで、当初の予定どおり７月３１日までの完成ということでできる

のかお尋ねします。 

議 長 はい、建設課長。 

建 設 課 長 はい。最初の髙以良さんの質問、髙以良議員の質問の１番目

の可決できなかった場合の取り扱いについては、申し訳ありません。今、情

報を私、持ち合わせておりませんので回答できませんが、２番目の工期につ

きましては、先日、私も現地を確認して７月３１日完成について確認をして

きておりますので、工期については特段問題ないというふうにお約束できる

というふうに思います。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。はい、福田議員。 

１ ２ 番 福 田 工事の概要の中で、専門的な知識がないのでお聞きします
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が、高圧噴射攪拌工により排出される排泥処理ということで、セメント系改

良材は受入れができないというふうなことは、それは当初からわからなかっ

たことなんですか。途中からそのセメント系が入ってきたのかということ

と、土を再処理してまた使うことによって、環境に関する処理とかっていう

のがかかってくるようになっていますので、そもそもの排泥っていうのはど

こから出てきたもので、どういうふうな処理をされようとしていたのが再処

理するようになったのか。 

議 長 はい、建設課長。 

建 設 課 長 はい。それでは福田議員のご質問にお答えいたします。ま

ず、受入れに関してですが、当初は受入れ可能というふうに回答を得ていた

ところでありますが、受入れが不可能になったということでございます。こ

れはここにも書いておりますように有限会社ピュリア、江迎町にある処理場

でございますけども、そこの回答ですので、それ以上確認はできません。  

排泥についてですが、軟弱地盤を攪拌しながらセメント系を注入して地

盤ごと固化する、固めるものでございますが、どうしても攪拌機を引き上げ

る際には、セメント系が入ったものが一緒に引き上がってくるという、その

引き上がったものが排泥ということになります。基本的には軟弱層を固める

ということになりますので、全部置き換えるということではございません。

その引き上げる部分についてが排泥と。その部分についてを処分するという

ことでありますので、大量の処分であると費用的にもそう目立たないと言っ

たら失礼ですけど、費用対効果もあったんでしょうけど、少量の排泥を処分

するにはあまりにも高額すぎる処分になるということから、現地での埋め戻

し材に適しないかの調査と処分をしたと、処理をしたということで、実際処

理のあとの検査結果においては、環境について特に問題のある数値は一切出

てきておりません。以上です。 

議 長 ほかに。はい、福田議員。 

１ ２ 番 福 田 資料３のところにありますが、ピュリアさんの場合で処分費

が立方メートル当たり１万６，０００で、下の方では１２万円と随分違って

おって、しかし、その下の方の業者さんは県の処分場登録不明というふうな

ことで、ちょっと確認しておかないとまた変更があったり、じゃあもっと違

うところを探すということになったとき、また上がってきたりとかっていう
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ことがあるので、もう少ししっかりした検討をして進めていただきたいなと

思いますが。 

それともう１点ですね、固めるっていうところが、今の城山と数石の境

目の成宇津川の下をしたときに固めていた、ああいうことでいいんでしょ

うか。 

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 はい。福田議員の質問にお答えいたします。言われるとお

り、若干機械の種類は違うかと思うんですが、工法的には同じような工法で

すので、そういうふうにご確認をいただければというふうに思います。  

処分についての話もありました。当然今後、議員のご指摘を参考にしな

がら事務は進めてまいりたいと思います。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 よろしいですかね。質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから議案第２７号「工事請負契約の変更（町道上組西部線歩道設置工

事（函渠工））」の採決を行います。 

お諮りします。本件はこれを可決することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 



- 86 - 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第２７号「工事請負

契約の変更（町道上組西部線歩道設置工事（函渠工））」は可決されまし

た。 

（１７：０８） 

議 長 ここで、毛利喜信議員の入場を許可します。 

 

（毛利議員入場） 

 

議 長 以上をもちまして、本日の日程は全部終了をいたしました。 

本日はこれにて散会といたします。ご起立願います。お疲れ様でした。  

（１７：０８） 
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